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は
じ
め
に

い
わ
ゆ
る
企
業
と
は
、
営
利
を
目
的
と
し
、
一
定
の
計
画
に
基
づ
い
て
経
済
活
動

に
従
事
す
る
経
済
主
体
、
あ
る
い
は
経
済
単
位
で
あ
る
。
フ
ァ
ミ
リ
ー
企
業
は
こ
う

し
た
経
済
主
体
の
原
形
で
あ
り
、
歴
史
の
も
っ
と
も
長
い
も
の
で
あ
り
、
い
か
な
る

社
会
形
態
の
下
で
も
見
ら
れ
る
一
種
の
経
済
形
態
で
あ
る
。
そ
の
特
徴
は
そ
の
経
済

に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
権
限
が
一
般
的
に
は
家
長
の
手
中
に
握
ら
れ
、
さ
ら
に
血
縁
、

親
縁
に
よ
っ
て
つ
な
が
る
家
族
構
成
員
の
中
で
代
々
受
け
継
が
れ
、
多
く
の
フ
ァ
ミ

リ
ー
企
業
の
経
営
権
と
管
理
権
は
そ
の
初
期
と
そ
の
後
の
相
当
長
い
期
間
と
程
度
で

全
て
の
権
限
と
一
体
と
な
り
、
家
族
構
成
員
に
掌
握
さ
れ
る
。

フ
ァ
ミ
リ
ー
企
業
と
人
で
は
寿
命
が
異
な
り
、
い
か
な
る
フ
ァ
ミ
リ
ー
企
業
も
末

長
く
発
展
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
フ
ァ
ミ
リ
ー
企
業
の
所
有
者
は

晩
年
に
な
っ
て
、
あ
る
い
は
臨
終
に
、
み
な
フ
ァ
ミ
リ
ー
企
業
を
誰
に
継
承
さ
せ
る

か
と
い
う
重
大
な
決
断
に
迫
ら
れ
る
の
を
避
け
ら
れ
な
い
。

フ
ァ
ミ
リ
ー
企
業
を
家
族
構
成
員
の
う
ち
の
誰
が
継
承
す
る
か
、
す
な
わ
ち
フ
ァ

ミ
リ
ー
企
業
の
継
承
形
式
は
、
国
や
民
族
の
家
族
血
縁
構
造
に
よ
っ
て
決
ま
る
。
例

え
ば
中
国
で
は
、
古
代
の
宗
法
家
族
と
宋
代
以
降
の
宗
族
の
間
に
は
明
確
な
発
展
と

変
化
が
あ
る①
。
し
か
し
、
古
代
の
宗
法
家
族
か
あ
る
い
は
宋
代
以
降
の
宗
族
の
血
縁

構
造
か
を
問
わ
ず
、
男
性
の
子
孫
は
み
な
宗
族
の
一
員
と
見
な
さ
れ
、
宗
族
の
構
成

員
と
し
て
の
資
格
を
持
っ
て
い
た
が
、
血
縁
家
族
内
に
お
け
る
女
性
は
男
性
と
は
同

族
の
資
格
を
持
つ
家
族
構
成
員
と
は
見
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
中
国
で
は

家
産
の
「
諸
子
均
分
」
が
行
わ
れ
、
女
子
の
相
続
権
を
排
除
し
て
い
た
。
そ
こ
で
財

産
の
「
諸
子
均
分
」
が
家
族
財
産
相
続
の
法
的
な
形
式
と
な
り②
、
こ
れ
に
よ
っ
て
民

間
の
「
息
子
に
伝
え
て
娘
に
伝
え
ず
、
嫁
に
伝
え
て
婿
に
伝
え
ず
」
と
い
う
社
会
の

風
習
が
形
成
さ
れ
た
。

フ
ァ
ミ
リ
ー
企
業
は
完
全
に
家
産
を
等
分
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
例
え
ば
あ

る
フ
ァ
ミ
リ
ー
企
業
は
不
動
産
を
分
割
す
る
方
法
が
な
く
、
こ
う
し
た
場
合
、
フ
ァ

ミ
リ
ー
企
業
は
子
供
が
み
な
で
共
有
し
、
そ
の
後
ふ
た
た
び
そ
の
共
有
し
て
い
た
メ

ン
バ
ー
の
う
ち
の
一
人
が
主
管
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
得
る
。
こ
の
時
フ
ァ
ミ

リ
ー
企
業
の
主
管
権
は
し
ば
し
ば
家
族
構
成
員
の
激
し
い
争
奪
の
対
象
に
な
る
。「
諸

子
均
分
」
に
よ
っ
て
も
と
も
と
あ
っ
た
フ
ァ
ミ
リ
ー
企
業
が
蓄
積
し
て
き
た
家
産
が

次
第
に
分
割
さ
れ
て
少
な
く
な
っ
て
い
く
た
め
か
、
家
族
内
の
紛
争
に
よ
っ
て
か
を

問
わ
ず
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
企
業
の
多
く
は
「
一
代
目
は
創
業
し
、
二
代
目
で
そ
の
基
盤

を
固
め
、
三
代
目
で
滅
ぶ
」
と
い
う
宿
命
を
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
法
定
上

の
家
産
の
「
諸
子
均
分
」
は
子
孫
ら
の
家
族
に
対
す
る
依
頼
心
を
助
長
し
、
裕
福
に

育
っ
た
子
弟
が
フ
ァ
ミ
リ
ー
企
業
を
管
掌
す
る
と
な
る
と
ま
す
ま
す
「
富
は
三
代
を

過
ぎ
ず
」
の
悪
運
を
逃
れ
る
術
が
な
く
な
る
の
で
あ
っ
た
。

あ
る
資
料
に
よ
れ
ば
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
企
業
の
平
均
寿
命
は
僅
か
二
四
年
に
過
ぎ

ず③
、
ち
ょ
う
ど
企
業
の
創
始
者
の
平
均
就
業
年
数
と
同
じ
で
あ
る
。
ア
ス
ト
ラ
チ
ャ

ン
（
二
〇
〇
〇
年
）
の
計
算
で
は
、
ア
メ
リ
カ
に
は
三
十
％
の
フ
ァ
ミ
リ
ー
企
業
し
か

華
人
社
会
に
お
け
る
伝
統
フ
ァ
ミ
リ
ー
企
業
の
相
続
に
関
す
る
研
究

―
日
本
伝
統
フ
ァ
ミ
リ
ー
企
業
と
の
比
較
に
お
い
て

―
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二
代
め
に
継
承
で
き
て
お
ら
ず
、
十
二
％
の
フ
ァ
ミ
リ
ー
企
業
し
か
三
代
目
に
継
承

で
き
ず
、
三
％
の
企
業
し
か
三
代
目
以
降
に
継
承
で
き
て
い
な
い
と
い
う④
。
中
国
に

お
い
て
だ
け
「
富
は
三
代
を
過
ぎ
ず
」
な
の
で
は
な
く
、「
富
は
三
代
を
過
ぎ
ず
」
は

世
界
的
に
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
日
本
の
フ
ァ
ミ
リ
ー
企
業
は
こ
れ
に
反
す
る
例
証
を
提
示
し
て
い
る
。
日

本
の
帝
国
デ
ー
タ
バ
ン
ク
の
史
料
館
・
産
業
調
査
部
の
調
査
に
よ
っ
て
約
一
二
五
万

社
の
う
ち
、
宗
教
法
人
や
学
校
法
人
、
医
療
法
人
な
ど
の
非
営
利
法
人
を
除
い
た

一
一
八
万
四
七
四
社
の
中
で
、創
業
ま
た
は
設
立
か
ら
一
〇
〇
年
以
上
（
一
九
〇
八
年

以
前
に
創
業
ま
た
は
設
立
）
の
企
業
は
一
万
九
五
一
八
社
、
ほ
ぼ
二
万
社
に
な
る
。
企

業
全
体
の
約
一
・
六
％
が
一
〇
〇
年
以
上
の
歴
史
を
持
っ
て
い
る
老
舖
だ
。
ま
た
、創

業
二
〇
〇
年
以
上
は
九
三
八
社
、
三
〇
〇
年
以
上
は
四
三
五
社
に
の
ぼ
る
。
も
っ
と

も
、
個
人
営
業
だ
っ
た
り
、
創
業
年
が
は
っ
き
り
し
な
か
っ
た
り
し
て
、
帝
国
デ
ー

タ
バ
ン
ク
で
把
握
し
き
れ
な
い
企
業
も
あ
る
た
め
、
実
際
の
数
は
そ
れ
よ
り
多
く
な

る
は
ず
だ
。
光
産
業
創
成
大
学
院
大
学
の
後
藤
俊
夫
教
授
は
、
創
業
か
ら
一
〇
〇
年

以
上
の
老
舖
は
約
五
万
社
、
二
〇
〇
年
以
上
の
老
舖
を
約
三
〇
〇
〇
社
と
推
定
し
て

い
る⑤
。
さ
す
が
日
本
は
世
界
一
の
「
老
舖
大
国
」
だ
と
言
え
る
。

本
稿
で
は
中
国
大
陸
、
香
港
、
台
湾
、
ま
た
は
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
華
人
の
伝

統
フ
ァ
ミ
リ
ー
企
業
の
相
続
の
例
を
そ
れ
ぞ
れ
挙
げ
、
ま
た
華
人
親
族
の
血
縁
構
造

の
分
析
を
含
ん
で
い
て
、
華
人
社
会
に
お
け
る
「
家ジ

ャ

」
の
特
徴
を
探
す
。
こ
れ
を
基

礎
と
し
て
、
日
本
の
住
友
企
業
を
例
に
、
そ
の
源
と
養
子
、
婿
養
子
の
相
続
、
特
に

十
八
世
紀
に
起
き
た
「
住
友
家
事
一
件
」
と
呼
ば
れ
る
家
族
内
の
紛
争
を
詳
し
く
検

討
し
、そ
れ
が
三
、四
〇
〇
年
続
い
て
二
〇
代
に
亘
っ
て
伝
承
し
て
も
な
お
衰
え
る
こ

と
の
な
い
秘
密
に
つ
い
て
論
じ
、
中
国
の
伝
統
的
な
フ
ァ
ミ
リ
ー
企
業
の
相
続
形
式

と
の
比
較
を
通
し
て
、
華
人
社
会
に
お
け
る
「
家ジ

ャ

」
と
日
本
人
の
「
家イ

エ

」
が
内
包
す

る
文
化
的
特
質
へ
の
理
解
を
一
層
深
め
、
異
な
る
文
化
的
思
考
に
つ
い
て
提
示
し
た

い
。

一　

中
国
の
「
諸
子
均
分
制
」
と
日
本
の
「
男
子
一
人
相
続
制
」

１　

中
国
の
「
諸
子
均
分
制
」

家
産
の
「
諸
子
均
分
」
は
中
国
唐
代
の
律
令
の
「
戸
令
」
に
見
ら
れ
、
そ
の
意
義

は
ま
ず
、
家
産
の
相
続
に
お
い
て
女
子
の
相
続
権
を
排
除
し
、
法
律
で
男
性
の
子
孫

に
の
み
家
族
構
成
員
と
し
て
の
資
格
を
認
め
、
家
産
の
相
続
を
可
能
と
す
る
こ
と
に

あ
る
。
次
に
、
男
性
の
子
孫
の
家
産
相
続
に
お
い
て
財
産
を
均
等
に
分
割
し
な
い
こ

と
で
兄
弟
間
の
紛
争
が
起
こ
る
の
を
避
け
る
こ
と
に
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
国
史
上
の
ど
の
時
期
で
も
、
ど
の
地
域
の
華

人
社
会
で
も
、
家
業
や
家
産
の
相
続
を
め
ぐ
っ
て
兄
弟
が
反
目
し
合
う
事
例
は
し
ば

し
ば
見
ら
れ
る
。
そ
の
深
刻
な
結
末
は
祖
先
が
苦
労
し
て
創
業
し
て
得
た
家
産
を
一

代
、
二
代
と
子
孫
が
均
分
し
て
い
く
こ
と
で
次
第
に
小
さ
く
な
り
、
そ
れ
に
兄
弟
間

で
陰
に
陽
に
闘
争
を
繰
り
返
し
、
裕
福
に
育
っ
た
子
孫
が
贅
沢
に
消
費
し
、
家
業
や

家
産
は
遂
に
小
さ
な
音
を
立
て
て
没
落
し
て
い
き
、
そ
し
て
滅
び
て
ゆ
く
。
著
名
な

北
京
の
老
舗
で
あ
る
瑞
蚨
祥
綢
布
店
も
そ
の
運
命
を
免
れ
な
か
っ
た
。

瑞
蚨
祥
商
家
は
山
東
省
に
そ
の
起
源
が
あ
り
、
早
く
も
一
八
〇
〇
年
よ
り
前
に
、

孟
姓
の
家
族
は
す
で
に
「
直
隷
一
集
（
辛
集
）、
山
東
一
村
」
の
山
東
省
第
一
大
鎮
│

「
周
」
と
い
う
村
の
富
豪
に
な
っ
て
い
た
。
孟
家
は
清
の
嘉
慶
年
間
（
一
七
九
六
〜

一
八
二
〇
年
）
に
四
人
の
子
を
持
ち
、
三
恕
堂
、
其
恕
堂
、
容
恕
堂
、
衿
恕
堂
の
四
家

に
分
か
れ
た
。
最
初
は
土
地
を
共
有
し
、
周
村
に
設
け
た
万
蚨
祥
店
も
共
有
の
も
の

で
あ
っ
た
。
土
地
と
商
業
経
営
に
よ
っ
て
大
量
の
財
産
を
蓄
積
し
た
後
、
各
家
は
外

へ
向
か
っ
て
発
展
し
始
め
、
四
人
の
兄
弟
は
そ
れ
ぞ
れ
済
南
、
天
津
、
保
定
、
瀋
陽
、

北
京
な
ど
で
開
店
し
た
が
、
第
四
家
の
衿
恕
堂
だ
け
が
一
八
九
三
〜
一
九
一
七
年
に

資
本
が
急
速
に
発
展
し
、
所
属
企
業
は
二
四
件
に
達
し
、
雇
用
労
働
者
は
千
人
余
り

に
な
り
、
資
本
額
は
計
り
知
れ
な
い
く
ら
い
に
な
り
、
一
九
五
六
年
の
「
公
私
合
営
」
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の
時
に
株
式
の
数
を
整
理
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
第
四
家
の
衿
恕
堂
の
泉
祥
と
瑞

蚨
祥
の
二
系
統
の
資
本
だ
け
が
人
民
元
二
二
〇
万
元
に
達
し
て
い
た
。

四
番
目
の
衿
恕
堂
に
は
三
人
の
子
が
い
て
、
克
勤
、
克
倹
、
克
恭
の
三
家
に
分
か

れ
て
い
た
が
、
長
男
は
早
く
に
亡
く
な
り
、
次
男
は
長
期
に
亘
っ
て
田
舎
で
土
地
を

経
営
し
、三
男
の
孟
洛
川
（
克
恭
）
は
商
業
の
中
心
的
な
経
営
者
で
あ
っ
た
。
第
三
家

の
克
恭
の
孟
洛
川
と
い
う
一
門
が
、
人
数
が
も
っ
と
も
多
く
、
合
計
八
人
の
息
子
が

お
り
、
家
族
の
た
め
に
支
出
し
た
金
が
も
っ
と
も
多
か
っ
た
。
第
一
家
の
家
主
は
す

で
に
死
去
し
て
い
る
が
、
克
勤
と
い
う
一
門
の
長
男
、
三
男
、
四
男
が
み
な
早
世
し

て
人
数
が
少
な
く
、
満
足
で
き
ず
、
第
三
家
の
克
恭
と
い
う
一
門
に
あ
ま
り
支
出
さ

せ
な
い
よ
う
に
対
策
を
講
じ
た
が
、
す
ぐ
に
止
め
る
こ
と
は
で
き
ず
、
自
分
の
一
門

も
同
じ
く
多
く
支
出
し
て
い
た
。
第
二
家
の
克
倹
一
門
は
自
分
が
損
を
す
る
の
を
恐

れ
、
ま
た
同
じ
く
金
を
必
要
と
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
一
門
の
支
出
を
比
べ
る
と
、
金

の
無
駄
遣
い
を
し
て
享
楽
に
耽
る
ほ
か
は
、
で
き
る
だ
け
自
分
の
一
門
を
経
営
す
る

家
産
に
回
し
て
い
た
。
大
家
族
資
本
は
次
第
に
分
化
し
て
い
き
、
小
家
族
資
本
と
な

り
、
早
期
の
資
本
の
蓄
積
は
資
本
の
分
散
へ
と
変
わ
っ
て
い
っ
た
。
二
十
世
紀
四
〇

年
末
、中
国
共
産
党
政
権
の
創
立
前
夜
に
、三
家
の
共
有
す
る
企
業
は
最
盛
期
の
二
四

件
か
ら
七
件
に
減
っ
て
い
た⑥
。
三
家
の
間
で
財
産
を
め
ぐ
っ
て
陰
に
陽
に
争
っ
た
の

が
そ
の
衰
退
の
要
因
の
一
つ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

現
代
の
華
人
社
会
で
も
、「
諸
子
均
分
」
の
現
象
が
見
ら
れ
る
。
最
近
台
湾
で
盛
ん

に
話
題
に
な
り
、「
経
営
の
神
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
王
永
慶
の
家
族
の
財
産
分
割
の
事

例
が
あ
る
。

王
永
慶
は
一
九
一
七
年
一
月
に
台
湾
省
台
北
県
新
店
市
直
潭
に
生
ま
れ
、
父
の
王

長
庚
は
茶
の
栽
培
を
生
業
と
し
、
生
活
は
非
常
に
苦
し
か
っ
た
。
十
五
歳
で
小
学
校

を
卒
業
し
た
そ
の
年
、
王
永
慶
は
茶
畑
で
雑
役
を
勤
め
、
後
に
あ
る
米
屋
で
丁
稚
と

な
っ
た
。二
年
目
に
彼
は
父
が
借
り
た
二
百
元
を
元
金
と
し
て
自
ら
米
屋
を
開
い
た
。

一
九
五
四
年
に
資
金
を
調
達
し
て
台
湾
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
を
創
業
し
、
一
九
五
七
年
に

操
業
を
始
め
た
。
王
永
慶
の
勤
勉
な
努
力
と
優
れ
た
経
営
管
理
の
下
、「
台
湾
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
グ
ル
ー
プ
」
は
台
湾
企
業
の
中
で
も
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
企
業
へ
と
発
展
を
遂

げ
、
台
湾
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
、
南
亜
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
、
台
湾
化
学
繊
維
、
台
湾
化
学
染

整
、
台
旭
繊
維
、
台
麗
成
衣
、
育
志
工
業
、
朝
陽
木
材
、
新
茂
木
材
の
九
件
の
会
社

を
管
轄
下
に
置
き
、
ア
メ
リ
カ
で
も
数
件
の
大
企
業
を
経
営
し
た
。
資
本
額
は

一
九
八
四
年
に
四
五
億
ド
ル
以
上
と
な
り
、
年
間
営
業
額
は
三
〇
億
ド
ル
に
達
し
、

概
算
で
台
湾
の
Ｇ
Ｎ
Ｐ
の
五
・
五
％
を
占
め
、民
間
企
業
で
は
ト
ッ
プ
で
あ
っ
た
。
現

在
で
は
、
台
湾
の
富
豪
の
中
で
彼
が
堂
々
と
ト
ッ
プ
の
地
位
に
あ
り
、
世
界
化
学
工

業
界
で
は
彼
は
「
五
十
強
」
に
数
え
ら
れ
、
台
湾
で
唯
一
「
世
界
企
業
五
十
強
」
に

数
え
ら
れ
た
企
業
経
営
の
王
者
で
あ
る
。
二
〇
〇
八
年
五
月
一
二
日
に
四
川
汶
川
で

地
震
が
起
こ
る
と
、
王
永
慶
は
一
億
元
を
復
興
の
た
め
に
寄
付
し
た
。
二
〇
〇
八
年

十
月
一
五
日
に
王
永
慶
は
ア
メ
リ
カ
の
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
の
病
院
で
心
筋
梗
塞
の

た
め
死
去
し
た
。
享
年
九
二
歳
で
あ
っ
た
。

王
永
慶
が
こ
の
世
を
去
っ
た
の
は
九
二
歳
と
い
う
高
齢
で
あ
っ
た
が
、
体
の
具
合

は
特
に
悪
く
な
か
っ
た
の
で
台
湾
か
ら
ア
メ
リ
カ
へ
行
っ
た
。
し
た
が
っ
て
そ
の
死

去
に
は
多
少
違
和
感
が
あ
り
、
当
時
の
新
聞
に
よ
る
と
王
永
慶
は
生
前
、
三
人
の
妻

が
い
た
が
、
一
人
目
の
妻
に
は
子
供
が
お
ら
ず
、
二
人
目
の
妻
と
の
間
に
二
人
の
息

子
と
三
人
の
娘
が
お
り
、
三
人
目
の
妻
の
間
に
は
四
人
の
娘
が
い
た
（
そ
れ
以
外
に
、

前
の
夫
と
の
間
に
も
う
一
人
の
娘
が
い
た
）。
死
後
総
額
九
六
四
億
新
台
幣
の
財
産
を
残

し
、二
人
目
の
妻
と
三
人
目
の
妻
の
子
供
に
分
割
相
続
す
る
上
で
意
見
が
一
致
せ
ず
、

実
現
し
て
い
な
い
時
に
、
ま
だ
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
王
永
慶
と
前
世
紀

五
十
年
代
に
林
明
珠
と
い
う
未
婚
の
女
性
と
の
間
に
相
次
い
で
生
ま
れ
て
い
た
二
女

一
男
（
羅
姓
を
名
乗
る
）
が
、
一
族
に
帰
属
す
る
こ
と
、
遺
産
の
相
続
権
に
参
与
す
る

こ
と
を
要
求
し
た
。
王
永
慶
の
長
男
、二
人
目
の
妻
と
の
間
の
子
王
文
洋
は
す
ぐ
に
、

も
し
法
的
な
検
証
を
経
て
羅
姓
の
三
人
の
子
の
身
分
が
確
認
さ
れ
れ
ば
、
彼
ら
に
同

等
の
財
産
継
承
権
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
と
宣
告
し
た
。
こ
う
し
て
台
湾
の
法
律
に
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基
づ
き
、
九
六
四
億
の
二
分
の
一
、
す
な
わ
ち
四
八
二
億
は
王
永
慶
の
一
人
目
の
妻

が
得
て
、
あ
と
の
二
分
の
一
を
二
人
の
妻
と
三
家
の
計
一
三
人
の
子
（
羅
姓
の
三
人
の

子
を
含
む
）
と
、
さ
ら
に
一
人
目
の
妻
（
法
律
の
規
定
に
よ
る
と
、
王
永
慶
の
一
人
目
の
妻

〔
嫡
妻
〕
に
は
総
資
産
の
二
分
の
一
を
得
る
権
利
が
あ
る
ほ
か
、
王
永
慶
の
す
べ
て
の
子
供
に

再
分
配
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
）
の
合
計
一
四
人
で
等
分
し
た
。

こ
の
紛
争
は
未
だ
合
意
に
達
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
二
人
目
の
妻
の
長
男
王
文
洋
は

ア
メ
リ
カ
に
協
力
を
求
め
て
王
永
慶
の
海
外
の
不
動
産
の
調
査
を
し
た
と
伝
え
ら
れ

て
い
る
。
二
〇
〇
九
年
八
月
一
五
日
の
『
香
港
商
報
』
の
報
道
に
よ
る
と
、
王
永
慶

に
は
さ
ら
に
二
六
〇
〇
億
新
台
幣
の
海
外
の
遺
産
が
あ
る
と
い
う
。
さ
ら
に
報
道
で

は
、
王
文
洋
は
二
〇
〇
九
年
五
月
一
三
日
に
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
法
廷
に
提
訴
し
、

裁
判
所
に
彼
を
海
外
の
遺
産
の
管
理
人
に
裁
定
す
る
よ
う
要
求
し
、
併
せ
て
王
永
慶

の
海
外
遺
産
の
行
方
と
総
額
を
調
べ
て
明
ら
か
に
す
る
権
利
を
要
求
し
た
と
い
う
。

王
文
洋
の
弟
、
二
人
目
の
妻
の
次
男
王
文
祥
は
、
二
人
目
の
妻
の
二
人
娘
で
あ
る
王

雪
齢
、
王
雪
紅
と
協
力
し
て
、
一
方
で
弁
護
士
に
も
王
永
慶
の
遺
産
の
管
理
人
に
な

る
よ
う
委
託
し
た
。三
人
目
の
妻
の
五
人
の
娘
は
長
女
王
瑞
華
が
代
表
し
て
応
戦
し
、

王
文
洋
、
王
文
祥
の
要
求
に
反
対
し
、
王
永
慶
は
決
し
て
ア
メ
リ
カ
国
民
で
は
な
い

と
主
張
し
、
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
法
廷
は
こ
の
案
に
対
し
て
管
轄
権
は
な
く
、
こ
の

案
を
受
理
し
な
か
っ
た
。二
人
目
の
妻
と
三
人
目
の
妻
の
子
供
の
争
い
が
収
ま
ら
ず
、

二
〇
一
〇
年
八
月
二
〇
日
に
台
湾
の
メ
デ
ィ
ア
の
あ
る
報
道
で
は
、
王
文
洋
は
恐
喝

さ
れ
、
台
北
市
の
刑
事
大
隊
に
特
別
勤
務
の
警
官
に
銃
を
持
っ
て
護
衛
に
つ
く
よ
う

申
請
し
た
と
い
う
。
さ
ら
に
王
文
洋
は
イ
ギ
リ
ス
か
ら
用
心
棒
を
招
聘
し
た
と
報
道

す
る
メ
デ
ィ
ア
も
あ
っ
た⑦
。

王
永
慶
が
二
〇
〇
八
年
十
月
一
五
日
に
ア
メ
リ
カ
の
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
で
急

逝
し
て
か
ら
一
年
近
く
の
間
、
台
湾
メ
デ
ィ
ア
は
依
然
と
し
て
家
産
と
王
永
慶
の
死

後
の
グ
ル
ー
プ
会
社
の
理
事
会
内
の
地
位
を
め
ぐ
る
王
家
の
内
紛
を
絶
え
ず
報
道
し

て
き
て
お
り
、
特
に
二
人
目
の
妻
の
子
の
王
文
洋
と
三
人
目
の
妻
の
子
供
の
さ
ま
ざ

ま
な
争
い
は
一
貫
し
て
絶
え
る
こ
と
な
く
、
王
永
慶
は
亡
く
な
っ
て
か
ら
八
カ
月

経
っ
て
漸
く
安
ら
か
に
眠
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
家
族
内
の
家

産
と
権
力
の
争
い
は
ま
だ
収
ま
っ
て
お
ら
ず
、
遂
に
は
兄
弟
が
殺
し
合
う
と
い
う
危

な
い
方
向
に
進
ん
で
い
っ
た
。

二
〇
一
〇
年
九
月
末
の
最
新
の
ニ
ュ
ー
ス
に
よ
る
と
、
台
塑
グ
ル
ー
プ
の
創
始
者

で
あ
る
王
永
慶
の
遺
産
は
五
九
五
・
五
億
元
新
台
幣
に
の
ぼ
り
、一
一
九
新
台
幣
の
遺

産
税
（
遺
産
税
は
九
月
三
〇
日
ま
で
に
全
て
納
め
ら
れ
た
）
を
除
き
、
一
人
目
の
妻
、
二

人
目
の
妻
、
三
人
目
の
妻
の
協
議
に
基
づ
き
、
一
人
目
の
妻
の
王
月
蘭
が
一
六
一
億
、 

二
人
目
の
妻
の
楊
嬌
と
三
人
目
の
妻
の
李
宝
珠
が
そ
れ
ぞ
れ
八
六
・
八
四
億
、あ
ま
り

は
王
文
洋
を
含
む
九
人
の
子
（
三
人
目
の
妻
と
前
の
夫
と
の
娘
を
除
く
）
が
そ
れ
ぞ
れ

一
二
・
四
億
ず
つ
得
た
。
ま
た
自
称
王
永
慶
の
「
四
人
目
の
妻
」
の
子
の
羅
氏
兄
妹

は
、
血
縁
関
係
を
証
明
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
遺
産
を
分
割
相
続
で
き
な
か
っ
た
。

王
永
慶
の
遺
産
の
争
奪
は
漸
く
一
件
落
着
し
た⑧
。

勿
論
、
上
述
の
王
家
の
「
諸
子
均
分
」
は
す
で
に
不
可
避
の
現
代
文
明
の
烙
印
を

押
さ
れ
て
お
り
、
女
子
に
も
財
産
の
分
割
に
参
与
す
る
権
利
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
王

永
慶
の
家
族
の
財
産
分
割
の
一
つ
の
特
徴
で
あ
る
。

台
湾
で
は
そ
の
ほ
か
に
著
名
な
辜
家
も
そ
の
例
外
で
は
な
く
、
辜
振
甫
が
大
業
を

成
し
て
亡
く
な
る
直
前
に
、
事
前
の
約
束
に
基
づ
い
て
そ
の
従
弟
で
あ
る
辜
濂
松
に

よ
っ
て
家
長
や
家
業
が
継
承
さ
れ
、
辜
濂
松
の
後
は
辜
振
甫
の
長
男
が
引
き
継
ぎ
、

そ
の
後
は
ふ
た
た
び
辜
濂
松
の
長
男
に
継
承
さ
れ
、
言
わ
ば
辜
家
の
事
業
は
辜
振
甫

と
辜
濂
松
の
両
家
族
間
で
「
之
」
の
字
型
で
順
番
に
継
承
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
辜

の
大
家
族
に
は
「
永
遠
不
分
家
」
と
い
う
五
文
字
の
協
定
が
あ
っ
た
。
し
か
し
辜
振

甫
が
重
病
を
患
い
、長
男
が
経
営
管
理
し
て
い
た
家
業
に
多
大
な
損
害
が
生
じ
た
時
、

辜
濂
松
を
叔
父
に
持
つ
家
族
は
そ
の
巻
き
添
え
に
な
る
こ
と
を
恐
れ
て
亀
裂
が
生

じ
、
最
後
は
「
穏
や
か
に
分
家
す
る
」
こ
と
で
、
辜
振
甫
時
代
の
辜
家
の
大
業
は
終

わ
り
を
告
げ
た
。
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イ
ギ
リ
ス
植
民
地
の
香
港
に
住
ん
で
い
た
著
名
な
買
弁
家
族
の
何
東
家
の
家
業
と

家
産
の
伝
承
は
、
一
方
で
は
中
国
の
伝
統
文
化
の
烙
印
を
深
く
刻
み
込
ま
れ
て
い
た

が
、
一
方
で
は
西
洋
文
化
の
色
彩
を
強
く
帯
び
た
も
の
で
あ
っ
た
。

何
東
（
一
八
六
二
〜
一
九
五
六
年
）
は
本
名
を
何
啓
東
、
字
を
暁
生
と
い
い
、
英
語

名
はH

o T
u

n
g

と
い
う
。
何
東
の
父
は
オ
ラ
ン
ダ
の
血
統
を
持
つ
イ
ギ
リ
ス
の
ユ
ダ

ヤ
人T. B

osm
an

（
中
国
語
名
は
何
仕
文
）
氏
で
あ
り
、
彼
の
母
は
中
国
人
の
施
氏
な

の
で
、
彼
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
ジ
ア
の
混
血
児
で
あ
る
。
何
東
は
幼
少
の
頃
よ
り
母

に
養
育
さ
れ
、
中
国
伝
統
文
化
の
薫
陶
を
深
く
受
け
て
き
た
が
、
一
方
で
何
東
に
は

ユ
ダ
ヤ
人
の
商
売
を
得
意
と
す
る
特
徴
が
遺
伝
し
て
お
り
、
早
く
も
香
港
の
ぬ
き
ん

で
た
買
弁
富
豪
と
な
っ
た
。

何
東
は
若
く
し
て
香
港
の
怡
和
洋
行
中
国
部
に
入
り
、
初
級
補
助
員
に
任
ぜ
ら
れ

て
翻
訳
の
仕
事
を
担
当
し
た
。
一
八
八
二
年
に
、
怡
和
洋
行
傘
下
の
香
港
火
災
保
険

会
社
の
社
長
と
広
東
海
上
保
険
会
社
の
社
長
に
昇
進
し
た
。
一
八
九
四
年
に
は
怡
和

洋
行
華
総
の
社
長
に
昇
進
し
た
。
一
八
九
七
年
に
は
す
で
に
自
身
も
家
も
二
〇
〇
万

を
超
え
る
富
豪
に
な
っ
て
お
り
、同
年
に
何
東
は
怡
和
洋
行
華
総
の
社
長
を
辞
職
し
、

弟
の
何
啓
福
が
引
き
継
い
だ
。
一
九
二
六
年
工
商
日
報
を
引
き
継
ぎ
、
経
営
は
十
分

に
成
功
し
た
。
一
九
四
一
年
、
香
港
が
占
領
さ
れ
る
前
に
香
港
か
ら
離
れ
て
、
マ
カ

オ
に
逃
れ
、
一
九
四
六
年
元
旦
ま
で
香
港
に
戻
っ
て
商
売
を
続
け
た
。
一
九
五
六
年

四
月
に
香
港
で
死
去
し
た
。

何
東
の
家
庭
の
起
こ
り
や
彼
の
事
業
の
背
景
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
何
東
が
主

に
イ
ギ
リ
ス
植
民
地
化
の
買
弁
事
業
に
従
事
し
、
実
業
を
始
め
な
か
っ
た
こ
と
に
気

づ
く
。
彼
の
遺
書
に
よ
る
と
、
何
東
の
名
義
で
あ
る
香
港
九
龍
娯
楽
有
限
公
司
の
終

身
理
事
主
席
は
息
子
の
何
世
倹
に
与
え
ら
れ
、
彼
の
も
う
一
人
の
息
子
何
世
礼
は
香

港
工
商
日
報
有
限
公
司
の
終
身
理
事
主
席
の
職
権
を
得
た
。
同
時
に
二
人
の
息
子
は

さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
二
五
万
元
の
香
港
ド
ル
を
得
て
、
息
子
の
嫁
も
そ
れ
ぞ
れ

二
万
五
千
元
の
香
港
ド
ル
を
得
た
。
こ
の
ほ
か
、
何
東
の
計
七
人
の
娘
、
女
婿
、
さ

ら
に
一
人
の
私
生
児
（
何
佐
芝
）、そ
し
て
す
べ
て
の
子
孫
が
一
定
額
の
遺
贈
を
得
た
。

何
東
は
遺
言
の
中
で
ま
た
別
に
い
く
ら
か
の
金
を
娘
ら
の
生
活
費
と
し
て
引
き
出

し
、
彼
女
ら
が
西
摩
道
の
厖
大
な
住
宅
で
生
活
で
き
る
よ
う
に
指
示
し
た
。
ほ
か
に

も
、
何
東
は
極
め
て
安
全
な
対
処
を
し
て
お
り
、
あ
ま
っ
た
遺
産
の
処
理
に
つ
い
て

は
滙
豊
銀
行
に
一
切
の
権
限
を
委
ね
、
収
入
を
子
供
に
割
り
当
て
る
か
、
あ
る
い
は

慈
善
事
業
に
用
い
る
よ
う
に
指
示
し
た⑨
。

一
族
へ
の
対
策
以
外
に
、
何
東
は
遺
言
の
中
で
秘
書
、
世
話
役
、
関
係
の
あ
る
友

人
ら
の
身
近
な
人
に
も
一
人
一
人
に
金
を
分
け
与
え
、
ほ
と
ん
ど
一
銭
も
漏
れ
落
ち

が
な
か
っ
た
。
身
内
や
友
人
に
対
す
る
気
配
り
以
外
に
も
、
何
東
は
特
に
金
を
分
け

与
え
て
、
慈
善
組
織
に
寄
付
し
た
り
、
慈
善
基
金
会
な
ど
を
設
置
し
た
り
し
た
。
何

東
の
遺
産
の
処
理
は
極
め
て
細
か
く⑩
、
こ
こ
で
一
つ
一
つ
を
挙
げ
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
し
か
し
前
述
の
何
東
の
遺
産
に
対
す
る
処
理
か
ら
見
る
限
り
で
は
、
以
下
の
い

く
つ
か
の
特
徴
が
あ
る
。
一
、
中
国
伝
統
の
「
男
尊
女
卑
」
の
や
り
方
や
、
伝
統
習

俗
を
破
る
行
為
は
、
結
局
は
女
性
の
家
族
構
成
員
の
家
産
の
相
続
に
お
い
て
、
相
当

得
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
二
、
何
東
は
自
分
の
名
義
の
二
件
の
フ
ァ
ミ
リ
ー
企
業
を

二
人
の
息
子
が
所
有
す
る
も
の
と
し
て
分
け
、
各
自
で
経
営
さ
せ
た
。
こ
の
よ
う
な

も
と
も
と
あ
っ
た
資
産
を
分
割
す
る
こ
と
で
縮
小
し
て
い
く
の
は
否
定
で
き
な
い

が
、
こ
う
し
た
処
理
に
は
二
人
の
息
子
が
経
営
に
あ
た
っ
て
の
矛
盾
や
衝
突
を
避
け

る
意
味
が
あ
っ
た
。
三
、
何
東
が
そ
の
ほ
か
の
あ
ま
っ
た
遺
産
を
銀
行
に
処
理
を
任

せ
た
の
は
、
家
族
内
部
の
者
の
出
来
が
悪
い
こ
と
に
よ
る
資
産
の
損
失
を
避
け
、
同

時
に
家
族
内
の
衝
突
や
紛
争
を
減
ら
す
狙
い
が
あ
り
、こ
の
万
全
の
方
法
に
よ
っ
て
、

そ
の
子
孫
の
安
定
し
た
生
活
を
保
障
し
、
イ
ギ
リ
ス
植
民
地
地
域
に
お
け
る
生
活
と

大
買
弁
の
遺
産
処
理
の
特
殊
な
や
り
方
を
示
し
た
の
で
あ
っ
た
。

何
東
は
イ
ギ
リ
ス
植
民
地
化
の
富
豪
で
あ
る
こ
と
を
恥
じ
る
こ
と
は
な
く
、
家
族

の
名
誉
と
利
益
、
子
孫
の
富
と
地
位
を
守
る
た
め
、
そ
の
遺
産
の
処
理
を
巡
っ
て
は

中
国
の
伝
統
的
な
さ
ま
ざ
ま
な
や
り
方
を
超
越
し
て
い
た
。
し
か
し
何
東
は
す
べ
て
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の
子
供
と
す
べ
て
の
身
近
な
人
に
対
し
て
考
慮
し
、
過
度
の
分
家
で
産
業
を
失
っ
て

結
局
家
族
資
本
の
著
し
い
減
少
を
招
い
た
の
で
、
も
し
多
く
の
子
供
を
産
ん
で
い
れ

ば
、
間
違
い
な
く
家
業
の
衰
退
は
さ
ら
に
深
刻
化
し
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ほ
か

に
も
、
何
東
の
資
産
の
ほ
と
ん
ど
は
買
弁
に
よ
る
も
の
で
、
実
業
に
よ
っ
て
基
盤
を

築
い
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
た
め
何
東
の
死
去
に
伴
い
、
そ
の
資
産
は
衰
退
し
て

い
っ
た
。
何
東
は
た
だ
二
人
の
息
子
だ
け
に
会
社
を
伝
承
さ
せ
た
が
、
そ
れ
も
長
続

き
は
し
な
か
っ
た
。

香
港
九
龍
娯
楽
有
限
会
社
を
継
い
だ
何
世
倹
は
、
父
の
何
東
が
死
去
し
て
間
も
な

く
、
不
幸
に
も
す
ぐ
に
死
去
し
、
香
港
九
龍
娯
楽
有
限
会
社
は
何
世
倹
の
二
人
の
息

子
（
何
東
の
孫
）
に
継
承
さ
れ
た
。
こ
の
二
人
の
息
子
は
う
ま
く
経
営
で
き
ず
、前
世

紀
六
〇
年
代
に
香
港
九
龍
娯
楽
有
限
会
社
を
売
り
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。
香
港
工
商

日
報
有
限
会
社
の
終
身
理
事
主
席
の
地
位
を
引
き
継
い
だ
何
世
礼
は
、
前
世
紀
三
、

四
〇
年
代
に
国
民
党
の
高
官
を
勤
め
て
い
た
た
め
、
国
民
党
と
の
関
係
が
親
密
で
、

香
港
が
大
陸
に
返
還
さ
れ
る
前
は
、政
治
的
配
慮
か
ら
新
聞
社
を
手
放
そ
う
と
し
た
。

両
家
の
企
業
が
終
わ
っ
た
原
因
の
す
べ
て
が
家
族
内
部
の
衝
突
に
あ
る
わ
け
で
は
な

い
と
考
え
る
学
者
も
い
る
が⑪
、
何
東
家
業
は
最
終
的
に
二
代
目
も
争
わ
せ
な
い
よ
う

に
は
で
き
な
か
っ
た
。

東
南
ア
ジ
ア
で
有
名
な
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
百
年
間
食
品
の
生
産
を
し
て
き
た
経

験
を
持
つ
華
人
フ
ァ
ミ
リ
ー
企
業
「
楊
協
成
饮
食
公
司
」
も
同
様
の
結
果
と
な
っ
た
。

「
楊
協
成
饮
食
公
司
」
の
創
始
者
は
楊
景
連
で
、
楊
氏
は
八
人
の
子
、
五
男
三
女
を
育

て
、
二
〇
世
紀
初
頭
に
福
建
の
実
家
で
「
楊
協
成
醤
園
」
を
創
立
し
た
。
彼
は
企
業

名
を
「
楊
協
成
」
と
し
、
楊
家
の
子
に
結
束
し
て
事
業
の
成
功
に
協
力
す
る
こ
と
を

望
ん
だ
。
一
九
三
五
年
、
楊
天
恩
は
家
族
を
引
き
連
れ
て
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
へ
移
っ
て

「
楊
協
成
醤
園
」
を
開
店
し
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
中
に
、「
楊
協
成
醤
園
」
店
は
日

本
軍
の
飛
行
機
の
爆
撃
を
受
け
、
一
家
の
苦
労
は
た
ち
ま
ち
水
泡
に
帰
し
た
。
戦
後

一
九
四
七
年
に
一
家
は
家
を
盛
り
返
し
、
力
を
合
わ
せ
て
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
九
エ
ー

カ
ー
の
土
地
を
購
入
し
て
醤
油
工
場
を
再
建
し
た
。
一
九
五
〇
年
か
ら
一
九
五
五
年

の
間
、
楊
家
の
兄
弟
は
皆
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
行
っ
て
仲
間
と
し
て
助
力
し
た
。
ち
ょ

う
ど
企
業
が
日
に
日
に
栄
え
て
い
く
時
、
一
九
五
六
年
に
兄
弟
五
人
が
契
約
し
、
楊

氏
の
家
産
を
七
つ
に
分
割
し
、
五
人
の
兄
弟
と
最
年
長
の
孫
、
そ
し
て
楊
家
の
企
業

に
特
別
に
貢
献
し
た
長
男
の
家
の
も
う
一
人
の
孫
、
楊
至
傑
に
そ
れ
ぞ
れ
分
け
る
こ

と
に
し
た
。

二
十
世
紀
六
〇
年
代
に
楊
家
は
黄
金
発
展
期
に
入
り
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
香
港
、
欧

米
な
ど
で
楊
家
の
チ
ェ
ー
ン
店
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
六
九
年
に
楊
家

企
業
は
上
場
企
業
と
な
り
、
飲
料
、
缶
詰
食
品
市
場
で
大
変
声
望
を
得
た
。
八
〇
年

代
、楊
協
成
会
社
は
事
業
で
絶
好
調
に
達
し
た
。
し
か
し
九
十
年
代
以
降
に
入
る
と
、

ち
ょ
う
ど
企
業
が
三
代
目
ま
で
伝
承
さ
れ
た
時
に
内
部
の
矛
盾
と
紛
争
が
絶
え
ず
、

企
業
を
有
限
株
式
会
社
に
改
め
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
が
、
実
際
の
株
式
は
七
つ
の

家
庭
が
合
同
で
所
有
し
て
い
た
。
し
か
し
七
つ
の
家
庭
の
人
数
が
次
第
に
多
く
な
っ

て
い
っ
た
時
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
の
家
の
利
益
を
計
算
し
て
、
内
部
の
権
力
闘
争
は

激
烈
に
な
り
、
協
調
で
き
な
く
な
っ
た
。
一
九
九
四
年
七
月
一
日
に
最
終
的
に
高
等

法
院
が
「
楊
協
成
株
式
個
人
有
限
会
社
」
を
解
散
す
る
よ
う
判
決
を
言
い
渡
し
た
。

こ
う
し
て
百
年
近
く
続
い
た
家
族
経
営
の
老
舗
は
ま
る
で
呪
わ
れ
た
か
の
よ
う
に
、

三
代
目
の
兄
弟
が
い
る
中
で
音
を
立
て
て
崩
れ
て
い
っ
た⑫
。

儒
家
文
化
が
い
か
に
家
族
兄
弟
の
「
和
を
以
て
貴
し
と
為
す
」
と
宣
揚
し
て
も
、

「
修
身
、
斉
家
、
治
国
、
平
天
下
」
の
準
則
を
人
々
に
呼
び
か
け
て
、
家
産
の
「
諸
子

均
分
」
に
よ
っ
て
兄
弟
間
の
反
目
を
避
け
よ
う
と
し
て
も
、
こ
う
し
た
華
人
フ
ァ
ミ

リ
ー
企
業
は
い
ず
れ
も
、
家
族
内
部
の
相
続
権
を
め
ぐ
る
生
々
し
い
紛
争
が
原
因
で

莫
大
な
財
産
の
破
壊
、
衰
退
、
あ
る
い
は
没
落
、
兄
弟
間
の
不
和
、
家
庭
内
の
不
穏

を
来
し
て
い
な
い
も
の
は
な
く
、
華
人
家
族
文
化
、
ひ
い
て
は
儒
家
文
化
の
悲
哀
と

言
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
同
じ
東
方
文
化
圏
に
あ
る
日

本
で
は
異
な
る
家
族
伝
承
文
化
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
、
新
た
な
文
化
的
思
考
を
提
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供
し
て
く
れ
る
。２　

日
本
の
男
子
一
人
相
続

日
本
の
一
人
（
一
般
に
は
長
男
で
あ
る
）
相
続
制
は
一
四
世
紀
中
期
に
始
ま
っ
た
。

中
国
の
唐
代
の
『
戸
令
』
の
影
響
を
受
け
て
、
七
一
八
年
の
『
養
老
令
・
戸
令
』
の

「
応
分
条
」
に
は
「

応
分
者
、
家
人
奴
婢
、
田
宅
、
資
産
、
総
計
作
法
、
嫡
母
、
継

母
及
嫡
子
各
二
分
、
庶
子
一
分
」
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
日
本
は
律
令
制
度
の
時
代

（
七
世
紀
〜
十
二
世
紀
末
）
に
家
族
財
産
の
「
不
等
分
分
割
相
続
制
」
を
と
っ
た
と
も
言

え
る
。
さ
ら
に
日
本
で
は
、女
子
に
も
家
族
構
成
員
と
し
て
の
資
格
が
あ
っ
た
の
で
、

妻
や
妾
、
娘
に
も
家
産
の
分
割
相
続
に
参
与
す
る
資
格
が
あ
っ
た
。

注
目
に
値
す
る
の
は
、「
不
等
分
分
割
相
続
制
」
の
中
の
「
不
等
分
」
が
、
後
の

「
男
子
一
人
相
続
制
」に
移
行
す
る
要
素
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
律
令
制
時
代
の
末

期
に
な
っ
て
、
特
に
鎌
倉
時
代
に
長
男
の
地
位
も
権
威
も
大
い
に
高
ま
り
、
長
男
は

「
一
族
」、「
一
門
」、「
一
流
」
の
責
任
者
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
庶
子
を
統
轄
し
て
主

君
と
幕
府
に
対
し
て
責
任
を
負
っ
た
。
財
産
相
続
の
上
で
は
、
庶
子
の
分
産
相
続
権

は
実
際
に
は
す
で
に
次
第
に
有
名
無
実
化
し
つ
つ
あ
っ
た
。
多
く
の
大
名
の
「
所
領

譲
状
」
か
ら
、
十
四
世
紀
中
期
に
男
子
一
人
相
続
が
始
ま
っ
て
各
地
で
盛
ん
に
な
っ

た
こ
と
が
分
か
る⑬
。「
惣
領
」
許
可
権
、特
に
「
惣
領
」
の
家
産
権
の
拡
大
と
強
化
に

伴
い
、
長
男
に
庶
子
を
統
率
し
て
家
産
を
掌
握
す
る
権
利
を
集
中
さ
せ
る
「
家
督
」

が
次
第
に
当
初
の
「
惣
領
」
に
取
っ
て
代
わ
っ
て
い
っ
た
。
戦
国
時
代
の
紛
争
、
社

会
の
動
乱
と
不
安
の
中
で
、
家
臣
の
土
地
が
細
分
化
さ
れ
て
な
く
な
ら
な
い
よ
う
に

確
保
す
る
た
め
、ま
た
一
族
内
で
分
産
に
よ
っ
て
紛
争
が
起
こ
る
の
を
避
け
る
た
め
、

家
産
の
長
男
単
独
相
続
と
そ
の
庶
子
を
統
率
す
る
家
長
権
を
一
体
化
し
た
「
家
督
」

制
度
が
最
終
的
に
十
四
世
紀
中
・
後
期
に
各
地
で
次
第
に
確
立
し
て
い
っ
た
。

十
六
世
紀
末
に
創
業
し
た
住
友
グ
ル
ー
プ
は
、
初
め
は
薬
局
と
書
店
を
経
営
し
て

い
た
。
十
七
世
紀
初
期
に
銅
の
精
錬
と
精
造
業
に
力
を
注
ぎ
始
め
、
一
六
九
一
年
に

別
子
銅
山
の
開
発
を
し
、
日
本
の
封
建
時
代
の
初
め
て
の
工
業
資
本
家
と
な
っ
た
。

今
の
よ
う
に
住
友
グ
ル
ー
プ
の
事
業
が
鉱
業
、
林
業
、
金
属
業
、
化
学
工
業
、
電
力

業
、
そ
し
て
信
託
、
銀
行
、
生
命
保
険
な
ど
に
及
ん
で
い
る
の
は
、
現
代
日
本
の
経

済
で
は
不
可
欠
の
主
要
な
経
済
命
脈
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
本
稿
で
は
住
友
史
料
館
編

『
泉
屋
叢
考
』
と
、『
住
友
史
料
叢
書
』
の
中
の
『
年
々
諸
用
留
』
に
関
わ
っ
た
史
料

を
整
理
し
て
、
住
友
家
初
代
の
政
友
（
家
祖
）
か
ら
現
在
の
家
主
、
一
七
代
目
の
元
夫

ま
で
の
継
承
関
係
を
総
合
的
に
考
察
し
、
住
友
家
の
伝
承
を
例
に
、
日
本
の
フ
ァ
ミ

リ
ー
企
業
の
伝
承
の
伝
統
的
様
式
を
検
討
す
る
。

住
友
家
業
の
伝
承
の
系
図
か
ら
、
住
友
家
一
七
代
ま
で
の
家
主
や
家
業
の
伝
承
は

男
子
一
人
の
一
系
統
で
の
伝
承
を
そ
の
主
軸
と
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
、二
代
目
、

九
代
目
と
十
五
代
目
の
三
代
の
養
子
が
住
友
家
に
入
っ
て
家
主
の
地
位
を
引
き
継
い

で
家
業
を
継
承
し
た
ほ
か
に
は
、
十
一
代
目
の
友
訓
に
後
継
ぎ
が
お
ら
ず
、
友
親
が

弟
の
身
分
で
十
二
代
目
の
家
主
を
継
承
し
た
が
、
彼
が
病
死
し
て
長
男
の
友
忠
が
家

主
を
継
承
し
た
の
は
わ
ず
か
一
週
間
し
か
な
く
、
不
幸
に
も
す
ぐ
に
死
去
し
た
。
し

か
た
な
く
当
時
住
友
家
の
支
配
人
で
あ
っ
た
広
瀬
宰
平
ら
の
計
ら
い
で
、
友
親
の
妻

の

久
が
一
時
的
に
住
友
の
家
主
を
継
承
し
（
十
四
代
目
の

久
の
継
承
に
つ
い
て
は
、

中
国
の
伝
統
家
族
に
お
け
る
「
伝
媳
」
と
差
異
は
な
い
は
ず
で
あ
り
、
以
下
の
文
を
参
照
）、

す
ぐ
に
娘
の
満
寿
と
徳
大
寺
家
の
隆
麿
を
結
婚
さ
せ
、一
年
後
に
隆
麿
は
姓
を
住
友
、

名
を
友
純
に
改
め
て
住
友
家
の
婿
養
子
と
な
り
、住
友
の
家
主
と
家
業
を
継
承
し
た
。

さ
ら
に
史
料
に
は

久
の
家
の
姻
戚
が
住
友
の
家
政
と
住
友
家
産
の
分
割
に
干
渉

し
た
と
い
う
記
載
は
一
切
な
い
。
筆
者
は
、十
八
世
紀
に
起
き
た
「
住
友
家
事
一
件
」

と
呼
ば
れ
る
家
族
内
の
紛
争
が
、
注
目
し
て
議
論
す
る
価
値
あ
る
問
題
と
考
え
て
い

る
。こ

の
紛
争
は
、
五
代
目
の
家
主
友
昌
が
健
康
上
の
原
因
で
異
母
弟
の
友
俊
が
家
主

の
地
位
を
代
行
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
。
一
七
一
九
年
の
年
末
に
、
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住
友
家
四
代
目
の
継
承
者
友
芳
が
死
去
し
た
。
翌
年
目
の
一
月
に
長
男
友
昌
が
家
主

を
継
承
し
た
。
こ
の
時
友
芳
の
子
供
の
世
帯
に
長
男
友
昌
以
外
、
後
妻
が
生
ん
だ
二

人
の
息
子
周
富
、
友
俊
（
大
之
助
・
権
左
衛
門
）
と
一
人
の
娘
が
い
た
。
当
時
、
友
昌

は
一
六
歳
、
周
富
は
六
歳
、
友
俊
は
ま
だ
三
歳
で
あ
っ
た
。
周
富
は
一
七
三
二
年
に

一
八
歳
で
病
死
し
た
。
一
七
三
六
年
に
友
昌
は
結
婚
し
、
一
七
三
八
年
に
嫡
男
與
作

が
生
ま
れ
た
。
し
か
し
與
作
は
一
七
四
四
年
に
七
歳
で
夭
折
し
た
。
長
男
の
與
作
が

夭
折
す
る
前
、
友
昌
は
自
分
の
次
男
の
善
三
郎
（
後
の
友
紀
）
を
友
俊
の
猶
子
に
し

て⑭
、
大
之
助
と
改
名
し
て
い
た
。
嫡
子
與
作
を
失
っ
た
友
昌
は
一
七
四
六
年
、
や
む

を
得
ず
友
俊
の
猶
子
に
し
て
い
た
息
子
の
友
紀
を
引
き
戻
し
た
。

叔
父
と
し
て
の
友
俊
は
一
七
四
三
年
六
月
に
住
友
本
家
か
ら
分
か
れ
て
、豊
後
町
、

高
間
町
、
呉
服
町
の
三
ヶ
所
に
住
居
を
持
っ
た
。
同
年
十
二
月
、
友
俊
は
住
友
家
か

ら
豊
後
町
に
引
っ
越
し
て
独
立
し
て
両
替
商
を
経
営
し
た
。
す
ぐ
に
友
俊
は
二
年
目

の
一
月
に
「
泉
屋
理
兵
衛
」
と
称
し
、
そ
の
家
系
の
家
祖
と
な
っ
た
。

友
昌
は
庶
子
が
生
ま
れ
た
後
、
身
体
が
弱
い
た
め
に
一
七
五
〇
年
に
異
母
弟
の
友

俊
に
住
友
の
家
政
の
総
括
を
委
任
し
、
部
下
に
協
力
す
る
よ
う
指
示
し
た
。

友
俊
は
こ
の
時
す
で
に
自
分
の
豊
後
町
の
家
で
独
立
し
て
両
替
商
を
経
営
し
て
お

り
、
友
昌
の
委
任
を
受
け
た
後
、
友
俊
は
住
友
と
豊
後
の
両
家
の
家
主
と
な
っ
た
。

住
友
家
の
方
で
は
、
一
七
五
〇
年
と
一
七
五
一
年
に
制
定
し
た
家
法
が
実
際
に
は
い

ず
れ
も
友
昌
と
友
俊
の
二
人
の
名
義
で
サ
イ
ン
し
た
も
の
で
あ
る⑮
。
友
俊
は
そ
れ
以

降
の
数
年
間
に
、ま
た
何
度
も
そ
の
個
人
名
義
で
本
家
（
住
友
家
）
と
自
分
の
豊
後
家

と
別
子
銅
山
、
江
戸
店
な
ど
の
そ
れ
ぞ
れ
の
店
の
家
法
を
定
め
、
そ
こ
で
は
番
頭
と

手
代
の
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
と
業
務
規
範
を
明
確
に
規
定
し
て
い
る⑯
。
し
た
が
っ
て
否

定
す
べ
く
も
な
く
、
友
俊
が
住
友
の
家
政
を
統
括
し
て
い
た
時
期
に
進
め
て
き
た
一

連
の
家
政
改
革
は
、
友
昌
の
時
代
に
一
度
現
れ
た
綱
紀
の
乱
れ
と
奢
侈
の
風
潮
を
是

正
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
後
世
の
住
友
家
の
歴
代
家
法
、
家
風
の
た
め
に
良
好
な
基

礎
を
固
め
た
。
住
友
家
業
は
友
俊
の
時
代
に
繁
栄
期
に
入
り
、
友
俊
は
住
友
家
業
の

管
理
に
お
い
て
は
優
秀
な
人
材
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

一
七
五
八
年
に
友
昌
は
病
死
し
た
。
翌
年
友
昌
の
次
男
、
す
で
に
言
及
し
た
か
つ

て
友
俊
の
猶
子
と
な
っ
て
い
た
友
紀
が
住
友
家
の
家
主
と
家
業
を
継
承
し
た
。
こ
の

後
発
生
し
た
三
〇
年
に
も
亘
る
友
紀
と
叔
父
で
か
つ
て
義
理
の
父
で
あ
っ
た
友
俊
の

間
の
対
立
と
紛
争
は
、
遂
に
は
大
坂
奉
行
所
に
訴
え
て
調
停
の
裁
決
を
下
さ
れ
る
ま

で
に
至
っ
た
。さ
ら
に
中
日
両
国
の
家
族
伝
承
の
文
化
の
特
徴
を
分
析
す
る
た
め
に
、

以
下
で
は
住
友
家
の
こ
の
家
族
紛
争
の
詳
細
な
過
程
と
当
時
の
大
坂
町
奉
行
所
の
家

族
調
停
裁
決
の
結
果
に
つ
い
て
掘
り
下
げ
て
み
よ
う
。

友
紀
は
六
歳
の
時
に
義
理
の
父
友
俊
の
家
か
ら
実
父
友
昌
の
家
に
戻
っ
て
き
て
、

一
七
五
七
年
に
成
人
式
を
行
い
、
一
七
五
九
年
に
十
九
歳
で
家
主
の
地
位
を
継
承
し

た
。
し
か
し
家
政
の
実
権
は
依
然
と
し
て
叔
父
友
俊
の
手
中
に
あ
っ
た
。
友
紀
と
友

俊
の
対
立
は
以
下
の
数
件
の
事
件
で
露
わ
に
な
っ
た
。

ま
ず
友
紀
は
友
俊
の
娘
と
の
結
婚
を
拒
否
し
た
。
続
い
て
友
俊
の
姉
、
す
な
わ
ち

友
紀
の
伯
母
が
友
俊
の
事
務
に
参
与
し
、
友
紀
に
引
退
を
勧
め
、
す
で
に
対
立
し
て

い
た
両
者
の
関
係
を
よ
り
深
刻
に
し
た
。
さ
ら
に
も
と
別
子
銅
山
の
大
番
頭
の
七
右

衛
門
ら
は
友
紀
か
ら
新
幹
部
に
任
命
さ
れ
、
現
職
の
主
要
幹
部
の
兵
衛
門
と
伝
右
衛

門
ら
と
の
新
た
な
対
立
を
引
き
起
こ
し
た
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
友
俊
の
多
く

の
親
戚
が
次
々
と
大
坂
町
奉
行
所
に
出
向
い
て
友
紀
が
引
退
す
る
よ
う
要
求
し
、
友

俊
の
子
友
直
が
家
主
を
引
き
継
い
だ
。
同
時
に
、
七
右
衛
門
は
友
紀
の
委
託
と
い
う

名
義
で
、
友
俊
の
家
政
の
専
横
が
不
当
で
あ
る
の
で
、
友
紀
の
実
子
安
之
丞
（
後
の
友

輔
）
が
家
主
を
継
ぐ
べ
き
だ
と
主
張
し
た
。

一
七
七
三
年
、
奉
行
所
は
双
方
に
十
分
な
理
由
が
な
い
と
し
て
、
友
紀
は
鉱
山
の

業
務
を
重
視
す
べ
き
と
し
て
、
家
主
の
継
承
問
題
の
解
決
は
先
送
り
さ
れ
た
。
こ
の

時
、
友
紀
は
す
で
に
京
都
の
山
形
屋
の
養
子
と
な
っ
て
い
た
実
子
の
安
之
丞
を
住
友

家
に
帰
し
、
彼
に
家
主
を
継
承
さ
せ
る
準
備
を
し
た
い
と
要
求
し
た
。

一
年
後
、
ま
た
奉
行
所
に
調
停
の
請
求
を
し
、
終
に
不
和
を
仲
裁
す
る
こ
と
で
決
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着
し
た
。
こ
の
後
、
数
年
間
友
紀
が
秘
蔵
し
て
い
た
武
器
と
奢
侈
品
が
公
開
さ
れ
、

一
七
八
〇
年
に
奉
行
所
は
友
紀
の
職
務
怠
慢
を
厳
し
く
咎
め
、彼
の
武
器
を
没
収
し
、

友
紀
に
隠
居
す
る
よ
う
命
ず
る
判
決
を
下
し
た
。
友
紀
の
側
に
立
っ
た
七
右
衛
門
と

問
題
を
引
き
起
こ
し
た
番
頭
や
手
代
は
み
な
拘
禁
さ
れ
、
友
紀
に
追
随
し
て
い
た
親

族
と
番
頭
ら
も
厳
し
く
咎
め
ら
れ
た
。
判
決
は
さ
ら
に
友
紀
の
実
子
安
之
丞
が
実
家

に
帰
る
こ
と
を
認
め
、
萬
次
郎
友
輔
と
改
名
し
、
二
年
目
に
住
友
家
主
を
継
承
し
た
。

こ
う
し
た
状
況
で
、
友
紀
は
住
友
本
家
に
属
す
る
住
宅
の
所
有
権
と
鉱
山
の
所
有
者

の
名
義
を
譲
り
渡
し
た
が
、専
ら
賃
貸
の
不
動
産
（
江
戸
時
代
は
本
家
の
付
近
に
属
す
る

不
動
産
を
貸
し
出
し
て
、「
掛
屋
敷
」
と
呼
ん
で
本
家
の
重
要
な
資
産
の
一
つ
で
あ
っ
た
）
と

江
戸
店
の
名
義
を
用
い
て
提
供
し
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
友
輔
の
後
見
人
と
し
て
、
友

紀
が
友
俊
ら
の
親
族
と
対
抗
し
続
け
た
。

友
輔
は
家
主
の
地
位
を
継
承
し
た
後
、
提
出
し
た
銅
鉱
山
の
採
掘
を
請
け
負
う
申

請
に
は
親
族
と
主
要
な
番
頭
の
サ
イ
ン
が
な
く
、
審
査
の
規
定
に
違
反
し
て
住
友
家

の
そ
れ
ぞ
れ
の
親
戚
か
ら
警
戒
さ
れ
た
。
こ
の
た
め
一
七
八
二
年
二
月
、
住
友
家
内

の
親
族
は
住
友
家
（
本
家
）
に
誓
約
書
を
提
出
す
る
よ
う
要
求
し
た
。
こ
う
し
て
隠
居

中
の
友
紀
と
息
子
の
友
輔
は
ま
た
対
立
し
始
め
、
遂
に
は
友
輔
が
住
友
本
家
か
ら
逃

げ
よ
う
と
し
た
が
成
功
し
な
か
っ
た
。
こ
の
後
友
俊
は
ま
た
住
友
本
家
に
戻
っ
て
実

権
を
掌
握
し
た
。
続
い
て
江
戸
店
、
特
に
浅
草
店
の
帰
属
問
題
が
起
こ
り
、
両
派
は

争
奪
を
続
け
た
。
こ
の
年
の
三
月
に
友
輔
側
の
親
族
は
銅
山
を
採
掘
す
る
た
め
に
友

紀
の
掛
屋
敷
と
そ
れ
ぞ
れ
の
店
な
ど
が
属
す
る
家
主
の
物
件
を
友
輔
に
渡
す
よ
う
要

求
を
出
し
た
。
一
七
八
六
年
、
大
坂
町
奉
行
所
は
ふ
た
た
び
判
決
を
下
し
、
友
紀
と

友
俊
の
両
方
の
親
族
の
一
部
を
拘
禁
し
、
彼
ら
が
家
政
に
関
与
す
る
こ
と
を
禁
止
し

た
。
参
与
し
た
番
頭
と
手
代
も
流
刑
と
厳
し
い
咎
め
の
処
罰
を
受
け
た
。
判
決
を
承

け
て
、
そ
の
年
に
は
住
友
家
に
属
す
る
大
坂
の
掛
屋
敷
は
友
輔
に
返
さ
れ
た
。
翌
年

に
は
江
戸
の
店
や
掛
屋
敷
も
友
輔
の
名
義
に
渡
さ
れ
た
。
友
紀
は
松
山
町
座
敷
に
移

り
、
隠
居
賄
料
年
間
四
〇
貫
目
の
銀
を
支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
友
俊
は
剃
髪

し
て
京
都
の
塗
師
屋
町
に
隠
居
し
、「
有
斎
」
と
名
乗
っ
て
、
友
俊
の
系
統
の
豊
後
町

家
は
そ
の
子
の
理
吉
（
友
直
）
が
継
承
し
た⑰
。
三
〇
年
に
も
亘
る
住
友
の
家
主
、す
な

わ
ち
住
友
家
の
継
承
者
の
紛
争
は
こ
う
し
て
遂
に
幕
を
下
ろ
し
た
。

大
坂
町
奉
行
所
の
調
停
裁
決
の
結
果
か
ら
見
る
と
、
奉
行
所
の
調
停
裁
決
は
結
局

「
一
家
一
主
」
の
単
子
継
承
を
原
則
と
し
て
下
し
た
裁
定
で
あ
り
、友
紀
と
友
俊
の
対

立
と
衝
突
が
い
か
に
深
刻
で
あ
っ
て
も
、
最
終
的
に
は
双
方
と
も
家
政
か
ら
退
い
て

権
力
と
財
産
を
譲
り
渡
し
て
隠
居
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
日
本
の
有
名

な
家
族
の
紛
争
は
日
本
の
「
家イ

エ

」
の
伝
承
の
原
則
、
す
な
わ
ち
家
長
・
家
業
（
家
産
を

含
む
）
と
住
居
と
い
う
「
三
位
一
体
化
」
し
た
「
一
門
」
の
継
承
を
裏
付
け
る
も
の

で
あ
っ
た
。二　

 

中
国
の
「
息
子
に
伝
え
て
娘
に
伝
え
ず
」、「
嫁
に
伝
え
て
婿

に
伝
え
ず
」
と
日
本
の
「
婿
養
子
」
の
相
続

家
族
の
継
承
に
は
二
つ
の
側
面
が
あ
る
。
一
つ
目
は
家
族
集
団
内
の
公
共
権
力
、

す
な
わ
ち
族
長
、
家
長
の
地
位
の
継
承
（su

ccession

）（
こ
こ
で
い
う
族
長
、
家
長
は
核

家
族
に
お
け
る
父
や
母
で
は
な
い
こ
と
に
留
意
さ
れ
た
い
）
で
あ
る
。
二
つ
目
は
家
族
内

の
家
産
の
相
続
と
家
業
の
伝
承
（in

h
eritan

ce

）
で
あ
る
。
日
本
語
で
は
「
継
承
」
は

前
者
を
指
し
、「
相
続
」
は
後
者
を
指
し
、
両
者
を
区
別
す
る
。
中
国
の
伝
統
社
会
で

は
、
族
長
は
し
ば
し
ば
宗
族
内
の
嫡
子
や
嫡
孫
に
継
承
さ
れ
る
が
、
同
時
に
家
産
の

「
諸
子
均
分
」制
が
と
ら
れ
る
。
家
族
集
団
内
の
公
共
地
位
の
継
承
は
不
可
分
の
も
の

で
あ
り
、
家
産
や
家
業
は
分
割
し
て
引
き
継
げ
る
も
の
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
し
か

し
フ
ァ
ミ
リ
ー
企
業
で
は
、
家
族
内
の
公
共
権
力
と
家
産
、
家
業
の
伝
承
は
し
ば
し

ば
一
体
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
本
稿
で
は
こ
う
し
た
「
一
体
化
」
を

基
礎
と
し
て
、
家
産
と
家
業
の
相
続
と
伝
承
に
つ
い
て
論
ず
る
。

注
目
す
べ
き
は
、
族
長
や
家
長
の
地
位
の
継
承
に
し
ろ
、
家
産
の
相
続
や
家
業
の
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伝
承
に
し
ろ
、
い
ず
れ
も
家
族
構
成
員
が
行
う
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
家
族
構
成
員
以
外
の
者
は
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
族
長
や

家
長
の
権
利
を
継
承
す
る
資
格
は
な
く
、
家
産
の
相
続
や
家
業
の
伝
承
の
資
格
も
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

１　

 
中
国
に
お
け
る
「
息
子
に
伝
え
て
娘
に
伝
え
ず
」、「
嫁
に
伝

え
て
婿
に
伝
え
ず
」
の
社
会
習
俗

中
国
で
は
「
姓
」
は
宗
族
集
団
の
外
在
的
シ
ン
ボ
ル
で
あ
り
、
同
じ
宗
族
の
男
女

す
べ
て
に
同
一
の
姓
が
冠
さ
れ
、
こ
れ
は
出
生
か
ら
死
亡
に
至
る
ま
で
終
生
変
わ
ら

な
い
。
こ
の
点
で
は
女
性
は
男
性
と
同
様
実
父
の
宗
族
集
団
に
属
す
る
。
し
か
し
女

性
は
結
婚
後
、
死
亡
す
れ
ば
位
牌
は
夫
の
宗
族
集
団
の
「
祠
堂
」
に
置
か
れ
る
。
社

会
的
に
は
結
婚
を
境
に
父
の
宗
族
か
ら
夫
の
宗
族
へ
移
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

女
性
は
父
宗
、
夫
宗
の
二
面
に
引
き
裂
か
れ⑱
、
父
・
夫
ど
ち
ら
の
宗
族
に
お
い
て
も

完
璧
な
構
成
員
資
格
は
持
っ
て
い
な
い
。
こ
の
た
め
代
々
伝
わ
る
家
業
、
秘
方
、
絶

技
は
「
息
子
に
伝
え
て
娘
に
伝
え
ず
」、「
嫁
に
伝
え
て
婿
に
伝
え
ず⑲
」
と
い
う
の
が

中
国
の
家
族
継
承
の
必
然
的
な
結
果
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
歴
史
を
経
て
積
み
重
ね

ら
れ
て
き
た
「
息
子
に
伝
え
て
娘
に
伝
え
ず
」、「
嫁
に
伝
え
て
婿
に
伝
え
ず
」
が
、

華
人
社
会
の
民
間
習
俗
と
な
っ
た
。
こ
れ
が
中
国
の
多
く
の
秘
方
、
絶
技
の
伝
承
が

途
絶
え
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
企
業
が
断
絶
し
た
要
因
の
一
つ
で
あ
る
。
華
人
の
民
俗
を
題

材
に
し
た
著
名
な
作
家
馮
驥
才
の
『
炮
打
双
灯
』
を
脚
色
し
た
映
画
は
、
こ
の
伝
統

下
の
風
俗
文
化
を
典
型
的
に
映
し
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
映
画
は
、
中
国
の
清
末
、
黄
河
の
ほ
と
り
に
あ
っ
た
三
百
年
あ
ま
り
の
歴
史

を
も
つ
、
爆
竹
の
生
産
と
販
売
を
家
業
と
す
る
老
舖
―
蔡
家
の
若
き
男
装
の
女
主
人

春
枝
が
家
業
を
伝
承
す
る
物
語
で
あ
る
。こ
の
爆
竹
業
の
経
営
者
に
は
娘
し
か
な
く
、

幼
少
の
頃
か
ら
ず
っ
と
男
の
子
と
し
て
育
て
て
い
た
。み
な
は
そ
の
子
の
こ
と
を「
坊

ち
ゃ
ま
」（
原
語
は
「
少
爺
」
で
、五
十
年
代
前
で
の
社
会
で
金
持
ち
の
家
の
使
用
人
が
主
人

の
息
子
を
指
し
て
言
っ
た
）
と
呼
び
、少
し
成
長
し
て
か
ら
は
「
ご
当
主
」（
原
語
は
「
東

家
」。
男
性
に
対
し
て
し
か
使
わ
な
い
）と
呼
ん
で
い
た
。
六
歳
の
頃
母
親
が
亡
く
な
り
、

十
九
歳
に
な
る
年
、
父
親
も
こ
の
世
を
去
っ
た
。
蔡
家
の
爆
竹
業
は
執
事
に
代
わ
り

に
管
理
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、蔡
家
の
内
と
外
で
は
ず
っ
と
春
枝
の
こ
と
を
「
東
家
」

と
呼
ん
だ
。
そ
の
年
の
旧
正
月
、
年
若
い
旅
の
絵
師
牛
宝
が
蔡
家
に
雇
わ
れ
正
月
用

の
吉
祥
絵
を
書
く
た
め
屋
敷
に
住
み
込
む
。
そ
の
「
ご
当
主
」
と
牛
宝
が
恋
に
陥
り
、

二
人
の
恋
愛
が
執
事
に
見
つ
か
る
と
、蔡
家
と
小
鎮
に
大
騒
動
が
引
き
起
こ
さ
れ
た
。

長
老
た
ち
と
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
話
し
合
っ
た
時
、「
執
事
」
は
い
う
「（
前
略
）
ご
祖

先
様
が
お
定
め
に
な
っ
た
。『
ご
当
主
』は
ご
結
婚
が
お
で
き
に
な
ら
な
い
。
家
業
が

焼
き
尽
く
さ
れ
て
し
ま
う
と
も
、
他
所
の
姓
の
者
に
は
伝
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の

で
あ
る
」。
そ
の
後
、
春
枝
は
意
志
を
貫
き
、
ま
た
す
で
に
牛
宝
の
子
を
身
籠
っ
て
い

た
た
め
、
執
事
は
鎮
で
長
老
た
ち
の
提
案
で
爆
竹
合
戦
を
開
き
、
春
枝
の
結
婚
を
決

め
た
。
そ
の
結
果
、
牛
宝
は
競
技
で
爆
発
に
よ
っ
て
下
半
身
に
怪
我
を
負
っ
た
。
最

後
に
そ
の
画
家
は
ま
だ
生
ま
れ
ぬ
私
生
児
を
残
し
た
ま
ま
、
哀
れ
に
も
そ
の
村
を
追

い
出
さ
れ
た
。
こ
の
映
画
の
題
名
は
日
本
で
『
哀
恋
の
火
花
』
と
い
う
。

こ
れ
は
映
画
で
は
あ
る
が
、
中
国
の
「
息
子
に
伝
え
て
娘
に
伝
え
ず
」、「
嫁
に
伝

え
て
婿
に
伝
え
ず
」
の
民
間
風
俗
を
典
型
的
に
映
し
出
し
て
い
る
。

２　
「
婿
養
子
」
の
継
承
と
日
本
の
家
業
の
永
続
的
発
展

日
本
は
古
来
か
ら
近
親
婚
の
風
俗
慣
習
を
持
っ
て
い
た
た
め⑳
、
父
親
・
母
親
血
縁

の
混
入
、
つ
ま
り
血
親
、
姻
親
が
入
り
混
じ
っ
た
無
血
統
の
家
族
構
造
に
な
っ
た
。

そ
の
重
要
な
意
義
は
、
女
性
の
子
孫
の
家
族
構
成
員
と
し
て
の
資
格
を
排
除
し
な
い

こ
と
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
家
業
と
家
産
の
相
続
、
な
い
し
家
長
の
地
位
の
継
承

に
お
い
て
は
、
中
国
の
「
息
子
に
伝
え
て
娘
に
伝
え
ず
」、「
嫁
に
伝
え
て
婿
に
伝
え
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ず
」
と
は
異
な
り
、
息
子
の
い
な
い
家
族
で
は
、
婿
を
養
子
と
し
て
引
き
取
り
、
法

律
の
上
で
は
養
子
を
引
き
取
る
手
続
き
の
後
、
婿
を
養
家
の
法
律
上
の
息
子
に
し
、

婿
の
「
姓
」
を
妻
の
「
姓
」
に
変
え
、
妻
の
家
の
息
子
と
し
て
の
身
分
に
す
る
こ
と

が
で
き
、
妻
の
家
の
家
業
と
家
産
を
相
続
し
、
養
父
の
後
を
継
ぐ
一
家
の
長
と
さ
れ

た
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
婿
は
自
分
の
生
家
の
家
業
を
妻
の
家
に
持
ち
込
み
、
妻

の
家
の
家
業
と
家
産
と
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。日
本
の
戦
前
の
三
大
財
閥
の
一
つ
で
、

住
友
グ
ル
ー
プ
の
起
源
が
そ
の
典
型
的
な
例
で
あ
る
。

住
友
家
初
代
の
始
祖
政
友
は
一
五
八
五
年
に
越
前
丸
岡
（
現
在
の
福
井
県
坂
井
郡
丸

岡
町
）
の
武
士
の
家
に
生
ま
れ
、
十
二
歳
の
年
（
一
五
九
六
年
）
に
母
親
に
連
れ
ら
れ

て
寺
に
行
っ
て
お
経
を
聴
き
、
こ
の
時
か
ら
仏
教
涅
槃
宗
の
空
源
の
弟
子
と
な
り
、

号
を
「
空
禅
」
と
し
た
。
一
六
一
七
年
に
空
源
、
空
禅
を
代
表
と
す
る
涅
槃
宗
の
信

徒
が
悉
く
宗
教
弾
圧
に
遭
い
、
彼
ら
は
江
戸
に
送
ら
れ
て
監
禁
さ
れ
た
。
こ
れ
よ
り

こ
の
宗
派
は
幕
府
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
、
信
徒
は
各
地
に
送
ら
れ
て
そ
の
地
の
大
名

に
監
視
さ
れ
た
。
空
禅
は
佐
倉
（
現
在
の
千
葉
県
佐
倉
市
）
に
送
ら
れ
て
三
年
間
監
視

を
受
け
、
京
都
に
戻
っ
た
後
は
ふ
た
た
び
ほ
か
の
い
か
な
る
宗
派
に
も
帰
依
す
る
こ

と
は
な
く
、
自
ら
「
員
外
沙
門
嘉
休
」（
員
外
沙
彌
嘉
休
と
も
い
う
）
と
称
し
、
こ
れ
よ

り
仏
教
を
研
究
し
て
書
物
を
著
し
て
説
を
立
て
、
同
時
に
「
富
士
屋
嘉
休
」
と
い
う

店
名
で
薬
局
と
出
版
業
を
経
営
し
た
。
つ
ま
り
還
俗
し
て
商
売
を
始
め
、
住
友
の
子

孫
か
ら
「
家
祖
」
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
一
六
五
二
年
に
住
友

の
家
祖
の
政
友
が
六
七
歳
で
永
眠
す
る
と
、
彼
が
始
め
た
薬
局
と
出
版
業
は
彼
の
曾

孫
の
代
ま
で
伝
え
ら
れ
て
終
わ
り
を
告
げ
た㉑
。

実
は
住
友
家
の
後
の
家
業
の
基
盤
は
、
銅
の
精
錬
と
精
造
業
で
あ
っ
た
。
こ
の
銅

の
精
錬
と
精
造
業
は
政
友
の
婿
養
子
蘇
我
理
兵
衛
に
遡
り
、彼
は
自
分
の
実
家
の「
吹

銅
術㉒
」
を
住
友
家
に
持
ち
込
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
涅
槃
宗
の
信
仰
に
よ
っ
て
、
蘇
我

理
兵
衛
の
父
で
あ
る
蘇
我
理
右
衛
門
は
住
友
政
友
の
姉
を
娶
り
、
そ
の
長
男
蘇
我
理

兵
衛
も
叔
父
（
母
親
の
兄
）
の
住
友
政
友
の
娘
と
結
婚
し
（
従
兄
妹
の
結
婚
）、
住
友
に

改
姓
し
て
友
以
と
名
乗
り
、
住
友
家
の
婿
養
子
と
な
っ
た
。
こ
う
し
て
蘇
我
理
右
衛

門
が
若
い
頃
に
創
始
し
た
「
吹
銅
術
」
は
、
そ
の
長
男
理
兵
衛
が
婿
養
子
の
身
分
で

住
友
家
に
持
ち
込
ん
で
伝
承
発
展
さ
せ
て
き
た
も
の
で
、
住
友
家
の
後
世
の
フ
ァ
ミ

リ
ー
企
業
に
伝
え
ら
れ
る
重
要
な
基
礎
と
な
っ
た
。
こ
れ
よ
り
住
友
企
業
は
ず
っ
と

こ
の
婿
養
子
を
住
友
家
の
二
代
目
の
継
承
者
と
見
な
し
、
住
友
家
の
「
業
祖
」
と
呼

ん
だ
。

住
友
家
は
蘇
我
家
か
ら
蘇
我
理
兵
衛
を
婿
養
子
と
し
て
迎
え
た
後
は
、
家
長
、
家

業
、
家
産
の
伝
承
は
主
に
単
子
直
系
相
続
を
主
軸
と
し
た
。
し
か
し
住
友
家
の
家
長

は
四
〇
〇
年
余
り
の
合
計
一
七
代
の
伝
承
の
中
で
、
あ
と
二
回
の
養
子
と
婿
養
子
の

相
続
が
あ
る
。
う
ち
一
回
は
一
八
〇
七
年
の
八
代
目
の
家
主㉓
友
端
の
世
継
ぎ
の
子
が

い
な
い
ま
ま
亡
く
な
っ
た
た
め
、
住
友
家
は
岡
村
家
か
ら
養
子
の
岡
村
淡
路
を
迎
え

て
九
代
目
の
家
主
と
し
、
彼
は
住
友
と
改
姓
し
友
聞
と
名
乗
っ
た
。
あ
と
一
回
は

一
八
九
三
年
に
血
縁
関
係
の
な
い
婿
養
子
―
徳
大
寺
家
の
隆
麿
が
住
友
に
改
姓
し
て

住
友
家
の
一
五
代
目
の
家
主
に
な
っ
て
い
る
。

九
代
目
の
養
子
の
継
承
に
つ
い
て
史
料
を
読
み
解
く
と
、
岡
村
淡
路
は
住
友
家
の

三
代
目
友
信
の
子
、
正
以
の
後
裔
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。『
年
々
諸
用
留
』
第
二
、

三
番
（
第
二
、三
巻
合
刊
）
と
、『
敦
賀
市
史
』、『
新
荘
古
老
覚
書
』
な
ど
を
合
わ
せ
て

考
証
す
る
と
、
岡
村
家
は
か
つ
て
田
中
清
六
正
長
の
子
孫
の
一
系
統
に
属
し
、
清
六

正
長
の
次
男
の
子
孫
で
あ
っ
た
。
清
六
正
長
の
長
男
正
繁
と
其
の
子
孫
が
父
親
の
田

中
清
六
正
長
の
家
系
を
継
承
し
、
正
繁
の
次
男
彦
兵
衛
の
系
統
に
は
後
継
ぎ
が
お
ら

ず
住
友
家
三
代
目
の
家
主
友
芳
の
息
子
正
以
を
引
き
取
っ
て
養
子
と
し
、
正
以
は
一

度
田
中
と
改
姓
し
、
田
中
彦
兵
衛
正
以
と
称
し
た㉔
。
田
中
清
六
正
長
の
次
男
新
九
郎

は
結
婚
後
に
岡
村
と
改
姓
し
、
岡
村
家
の
養
子
と
な
り
、
岡
村
勘
左
衛
門
景
政
と
称

し
た
。
景
政
の
息
子
治
直
に
は
家
業
を
継
承
す
る
子
が
お
ら
ず
、
こ
の
時
す
で
に
田

中
正
繁
を
養
子
に
引
き
取
っ
て
、
住
友
家
の
正
以
も
岡
村
家
に
行
っ
て
治
直
の
養
子

と
な
り
、
岡
村
と
改
姓
し
て
岡
村
淡
路
と
名
乗
り
、
岡
村
家
の
家
業
を
継
承
し
た
。
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住
友
家
九
代
目
の
家
主
友
聞
は
岡
村
家
か
ら
来
た
養
子
で
あ
っ
た
が
、
血
統
上
は
そ

れ
で
も
彼
は
住
友
家
の
子
孫
で
あ
り
、
住
友
家
三
代
目
友
信
の
子
、
正
以
の
子
孫
で

あ
っ
た
。

住
友
家
一
五
代
目
の
家
主
徳
大
寺
家
の
隆
麿
と
住
友
家
に
つ
い
て
は
、
完
全
に
血

縁
関
係
が
な
い
。
史
料
の
記
載
に
よ
る
と
、
住
友
家
一
二
代
目
の
家
主
友
親
（
前
の

一
一
代
目
の
家
主
友
訓
の
弟
）
が
一
八
九
〇
年
十
一
月
に
四
八
歳
で
死
去
し
、
不
幸
な

こ
と
に
友
親
の
子
一
三
代
目
の
継
承
者
友
忠
は
十
九
歳
で
家
主
の
地
位
を
継
い
だ

が
、
父
親
が
死
去
し
た
後
一
週
間
も
し
な
い
う
ち
に
友
忠
も
死
去
し
た
。
住
友
家
は

ふ
た
た
び
家
業
を
引
き
継
ぐ
子
が
い
な
い
と
い
う
不
幸
に
陥
っ
た
。
暫
く
し
て
、
住

友
家
の
統
轄
を
任
さ
れ
て
い
た
広
瀬
宰
平
ら
が
協
議
し
、
一
方
で
は
友
親
の
妻
、
友

忠
の
母
親

久
が
十
四
代
目
の
家
主
を
継
承
す
る
こ
と
と
し
、
ま
た
一
方
で
は
徳
大

寺
家
の
隆
麿
と

久
の
娘
、
つ
ま
り
友
忠
の
妹
の
満
寿
を
結
婚
さ
せ
、
さ
ら
に
隆
麿

は
住
友
家
の
婿
養
子
と
な
っ
て
住
友
の
家
業
を
引
き
受
け
た
。
一
八
九
二
年
に
隆
麿

（
二
九
歳
）
と
満
寿
（
十
九
歳
）
は
結
婚
し
た
。
一
年
後
一
八
九
三
年
、隆
麿
は
住
友
と

改
姓
し
て
住
友
家
一
五
代
目
の
家
主
を
引
き
受
け
た
。

徳
大
寺
家
の
隆
麿
の
血
縁
の
系
譜
を
調
べ
る
と
、
こ
の
婿
養
子
は
疑
い
よ
う
も
な

く
日
本
史
上
の
一
一
三
代
目
の
天
皇
、
江
戸
時
代
の
東
山
天
皇
（
在
位
一
六
八
七
年
〜

一
七
〇
九
年
）の
六
代
目
の
子
孫
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
系
譜
は
以
下
の
通
り

で
あ
る
。

東
山
天
皇
↓
閑
院
宮
直
仁
親
王
（
東
山
天
皇
の
六
人
目
の
子
）
↓
鷹
司
輔
平
↓
鷹
司

政
煕
↓
鷹
司
政
通
↓
徳
大
寺
公
純
（
徳
大
寺
実
堅
の
養
子
で
幕
末
の
公
卿
、
権
大
納
言
、

内
大
臣
、
右
大
臣
）
↓
住
友
友
純
（
も
と
の
名
は
徳
大
寺
隆
鷹
、
住
友
家
の
一
五
代
目
の
家

主
の
地
位
を
引
き
継
ぐ
）。

つ
ま
り
、
友
純
の
父
、
徳
大
寺
公
純
は
東
山
天
皇
の
五
代
目
の
子
孫
で
、
も
と
の

名
を
佑
君
と
い
い
、
後
に
徳
大
寺
実
堅
の
養
子
と
な
り
、
幕
末
期
の
公
卿
で
、
冠
位

は
従
一
位
に
ま
で
昇
り
、官
位
は
朝
廷
の
権
大
納
言
、内
大
臣
、右
大
臣
に
ま
で
な
っ

た
の
で
あ
る
。
公
純
は
数
人
の
子
を
生
み㉕
、
そ
の
う
ち
の
一
人
は
四
歳
の
時
に
西
園

寺
家
の
養
子
と
な
り
、
西
園
寺
公
望
と
改
名
し
、
西
園
寺
家
の
家
長
の
地
位
を
継
い

だ㉖
。
西
園
寺
公
望
は
日
本
の
一
二
代
目
、
一
四
代
目
の
総
理
大
臣
に
な
っ
た
。
公
純

の
別
の
子
で
、
公
望
の
弟
の
隆
麿
は
住
友
家
の
婿
養
子
と
な
り
、
住
友
友
純
と
改
名

し
、
住
友
家
一
五
代
目
の
家
主
を
引
き
継
い
だ㉗
。

住
友
の
フ
ァ
ミ
リ
ー
企
業
の
伝
承
に
お
い
て
は
、
日
本
の
婿
は
自
分
の
実
家
の
家

業
を
妻
の
家
に
持
ち
込
ん
で
妻
の
家
の
家
業
と
す
る
こ
と
が
で
き
、
妻
の
家
の
姓
に

改
め
て
妻
の
家
の
養
子
と
し
て
妻
の
家
の
家
業
、
家
産
や
家
主
の
地
位
を
継
承
す
る

こ
と
も
で
き
る
こ
と
を
見
て
き
た
。
こ
れ
が
正
に
、
日
本
の
フ
ァ
ミ
リ
ー
企
業
が
後

継
ぎ
の
子
が
い
な
い
た
め
に
伝
承
が
途
絶
え
る
と
い
う
こ
と
が
な
く
、
こ
の
た
め
日

本
に
は
数
百
年
も
衰
え
る
こ
と
な
く
続
く
商
家
や
フ
ァ
ミ
リ
ー
企
業
が
あ
っ
て
も
不

思
議
で
は
な
い
所
以
で
あ
る
。
こ
れ
と
上
述
の
中
国
の
「
息
子
に
伝
え
て
娘
に
伝
え

ず
」、「
嫁
に
伝
え
て
婿
に
伝
え
ず
」
の
家
業
の
伝
承
形
式
は
明
確
に
対
を
な
す
も
の

で
あ
り
、両
者
は
完
全
に
異
な
る
部
類
に
属
す
る
文
化
を
表
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、

筆
者
は
上
に
挙
げ
た
『
哀
恋
の
火
花
』
の
映
画
を
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
の

比
較
家
族
研
究
会
の
学
者
ら
に
紹
介
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
の
学
者
ら
は
ど
う
し
て
も

な
ぜ
中
国
人
が
「
家
業
が
焼
き
尽
く
さ
れ
て
し
ま
う
と
も
、
他
所
の
姓
の
者
に
は
伝

え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
」
の
か
が
如
何
し
て
も
理
解
で
き
な
い
の
で
あ
っ

た
。中

国
に
お
け
る
「
同
姓
不
婚
」
の
も
と
で
は
、
婿
は
必
ず
妻
の
家
系
と
異
な
る
血

統
の
人
間
で
あ
る
た
め
、
家
業
を
ほ
か
の
「
姓
」
の
婿㉘
に
伝
え
、
あ
る
い
は
養
子
に

伝
え
て
も
、
家
産
の
流
失
や
、
さ
ら
に
は
ほ
か
の
「
姓
」
の
実
家
に
移
転
す
る
こ
と

に
対
す
る
懸
念
を
拭
い
が
た
く
、
た
と
え
養
子
が
兄
弟
の
子
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

こ
う
し
た
懸
念
は
養
父
母
の
心
中
か
ら
は
取
り
除
き
が
た
い
最
大
の
悩
み
で
あ
っ

た
。
こ
う
し
た
懸
念
に
は
道
理
が
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
例
え
ば
、
北
京
同
仁
堂
の

楽
氏
の
家
族
は
楽
百
齢
の
代
に
先
祖
代
々
の
家
業
を
相
続
す
る
世
継
ぎ
が
い
な
い
と
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い
う
嘆
か
わ
し
い
状
況
に
陥
り
、
楽
百
齢
の
死
後
、
彼
の
母
は
一
八
三
一
年
に
楽
百

齢
の
高
祖
、
楽
鳴
鳳
の
二
番
目
の
兄
の
楽
鳳
儀
の
五
代
目
、
楽
平
泉
を
楽
百
齢
の
養

子
と
し
引
き
取
っ
て
、
自
分
の
孫
に
し
た
。
楽
平
泉
は
楽
百
齢
の
養
子
の
身
分
と
な

り
、
当
時
の
楽
家
は
同
仁
堂
で
は
わ
ず
か
半
株
し
か
持
た
な
い
株
主
と
な
っ
た
。

平
泉
は
養
子
の
身
分
で
同
仁
堂
の
家
業
を
相
続
し
、
一
族
内
で
の
兄
弟
間
の
紛
争

を
避
け
る
た
め
に
、
直
ち
に
一
族
内
の
兄
弟
と
と
も
に
証
文
を
つ
く
っ
た
。
関
係
の

あ
る
内
容
を
抜
粋
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

「
今
、
清
安
（
平
泉
本
人
の
こ
と
―
筆
者
注
）
は
毎
月
店
の
金
を
五
〇
文
ず
つ
分
け
る

こ
と
と
し
、
楽
洵
、
楽
淑
、
楽
定
文
の
三
人
の
兄
弟
の
各
家
庭
に
一
五
文
ず
つ
分
配

し
、
そ
の
ほ
か
甥
の
存
儀
に
五
文
を
支
給
し
、
宗
族
が
仲
良
く
助
け
合
う
関
係
を
築

き
、
後
の
兄
弟
の
争
い
の
種
を
取
り
除
い
て
お
く
。
…
…
そ
の
金
は
毎
月
同
仁
堂
の

通
帳
か
ら
引
き
出
す
。
と
も
に
相
談
の
上
、
同
仁
堂
薬
局
は
永
遠
に
清
安
の
も
の
で

あ
り
、
家
具
や
欠
損
、
利
益
は
ど
れ
も
一
族
の
三
人
の
兄
の
家
族
と
は
関
係
が
な

い㉙
」。
楽
平
泉
は
そ
の
経
済
力
が
ま
だ
不
十
分
で
あ
る
状
況
で
、月
ご
と
に
同
仁
堂
楽

氏
の
家
の
財
産
を
、
一
族
内
の
三
兄
弟
に
分
配
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
こ
と
が
分
か

る
。し

か
し
、
筆
者
は
日
本
史
上
の
養
子
に
関
す
る
専
門
研
究
を
し
て
い
る
時
に
大
量

の
関
連
す
る
史
料
に
接
し
て
き
た
が
、養
子
が
養
家
の
家
業
や
家
産
を
相
続
し
た
後
、

養
家
の
家
産
を
自
分
の
実
家
の
一
族
内
の
兄
弟
に
分
配
し
、
養
家
の
家
産
を
実
家
に

流
失
さ
せ
た
り
移
転
さ
せ
た
り
す
る
事
例
は
一
例
た
り
と
も
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。

日
本
で
は
養
子
は
一
度
養
家
と
契
約
を
交
わ
す
と
、法
律
上
は
養
家
の
一
員
と
な
り
、

養
家
の
家
産
を
実
家
の
一
族
の
者
に
分
け
る
理
由
は
な
く
、
実
家
に
も
養
家
の
財
産

を
手
に
入
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
理
由
は
な
か
っ
た
と
も
言
え
る
。
逆
に
、
養
子
と

し
て
は
必
ず
養
家
に
対
し
て
責
任
を
負
っ
て
お
り
、
そ
の
責
任
は
養
父
が
自
分
の
産

ん
だ
子
よ
り
も
は
る
か
に
重
く
、
さ
も
な
い
と
養
子
の
身
分
を
失
い
、
同
時
に
生
計

を
立
て
る
術
も
失
う
こ
と
と
な
る
。

む
す
び

上
述
し
た
主
な
華
人
社
会
地
域
に
お
け
る
代
表
的
な
有
名
な
伝
統
家
業
の
伝
承
方

式
を
総
合
し
て
観
察
す
る
と
、
香
港
の
何
東
の
家
族
だ
け
が
例
外
で
あ
り
、
ほ
か
の

い
く
つ
か
の
家
族
企
業
の
う
ち
で
も
、
い
ず
れ
も
家
内
の
財
産
の
着
服
や
紛
争
、
内

輪
も
め
や
分
産
分
家
の
不
幸
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
何
東
自
身
は
ア
ジ
ア
と

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
混
血
児
で
あ
り
、
買
弁
資
本
家
で
も
あ
り
、
実
業
は
な
く
、
百
年
近

く
の
間
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
で
あ
っ
た
香
港
に
い
た
の
で
、
彼
の
家
産
の
伝
承
は
中

国
伝
統
文
化
の
影
響
を
強
く
受
け
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
一
方
で
は

西
洋
文
化
の
特
色
を
強
く
帯
び
て
お
り
、
二
人
の
息
子
は
そ
れ
ぞ
れ
企
業
を
分
割
相

続
し
た
が
、
い
ず
れ
も
実
業
性
の
な
い
娯
楽
場
と
新
聞
社
で
あ
り
、
ま
た
家
族
内
の

紛
争
や
内
輪
も
め
に
よ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
何
東
の
後
の
家
業
の
う
ち
一
つ

は
二
代
目
ま
で
で
終
止
符
を
打
つ
こ
と
に
な
り
、
も
う
一
つ
は
三
代
目
に
も
終
わ
り

を
告
げ
る
運
命
と
な
っ
た
。
女
子
に
対
し
て
も
精
一
杯
の
配
分
を
し
、
周
囲
の
世
話

に
な
っ
た
人
や
、
ひ
い
て
は
友
人
に
も
遺
産
を
贈
与
し
て
お
り
、
家
族
内
の
女
性
と

家
族
以
外
の
個
人
を
尊
重
す
る
西
洋
文
化
の
影
響
が
見
ら
れ
る
。
特
に
何
東
は
あ

ま
っ
た
遺
産
の
処
理
に
つ
い
て
は
滙
豊
銀
行
に
一
切
の
権
限
を
委
ね
、
収
入
を
子
供

に
割
り
当
て
る
か
、
あ
る
い
は
慈
善
事
業
に
用
い
、
こ
の
よ
う
な
遺
産
の
処
分
方
法

か
ら
見
る
と
、
植
民
地
に
い
っ
た
人
間
の
文
化
を
顕
現
し
て
い
た
。
こ
の
特
殊
な
華

人
社
会
に
お
け
る
例
外
も
ま
た
家
族
資
産
の
伝
承
、
管
理
の
あ
ら
ゆ
る
行
為
を
含
め

て
い
ず
れ
も
歴
史
が
蓄
積
し
て
き
た
文
化
の
結
果
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。

こ
う
し
て
再
び
い
く
つ
か
の
家
族
企
業
の
共
通
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
大

陸
の
瑞
蚨
祥
綢
布
店
に
し
て
も
、
台
湾
の
王
永
慶
や
辜
家
に
し
て
も
、
ひ
い
て
は
東

南
ア
ジ
ア
の
楊
協
成
飲
食
会
社
に
し
て
も
、
家
内
の
資
金
の
着
服
、
内
輪
も
め
、
紛

争
に
よ
っ
て
家
族
企
業
の
危
機
と
没
落
を
招
い
て
い
な
い
も
の
は
な
い
。
そ
の
歴
史
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と
文
化
の
根
源
に
つ
い
て
筆
者
は
す
で
に
別
稿
で
論
じ
て
い
る
が㉚
、
そ
こ
で
筆
者
は

日
中
両
国
の
「
家
」
と
家
業
が
内
包
す
る
差
異
と
そ
の
形
成
の
異
な
る
歴
史
的
要
素

を
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
た
。

（
1
）
中
国
で
は
、「
家ジ

ャ

」
は
父
と
男
の
子
ら
の
血
縁
関
係
を
主
軸
と
し
て
、
父
系

の
血
統
を
神
聖
で
超
越
を
許
さ
な
い
も
の
と
し
た
。
中
国
で
は
兄
弟
各
自
的
な
家
族

は
血
縁
集
団
内
部
の
経
済
が
自
然
分
化
し
た
結
果
で
あ
っ
た㉛
。

（
2
）
こ
の
た
め
血
縁
の
大
家
族
（
兄
弟
の
家
族
を
含
む
複
数
家
族
）
が
分
化
し
て
で

き
た
兄
弟
個
人
を
中
心
と
す
る
単
位
家
族
は
、
自
ら
の
単
位
家
族
が
複
数
の
大
家
族

の
中
で
生
存
す
る
の
を
求
め
る
た
め
に
、
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
尽
く
し
て
大
家
族
の
共

同
の
利
益
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
を
惜
し
ま
ず
、
兄
弟
各
自
的
な
単
位
家
族
が
複
数
の

大
家
族
か
ら
最
大
限
の
経
済
的
利
益
を
得
る
よ
う
に
し
た
。
中
国
の
大
家
族
で
は
、

一
方
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
で
大
家
族
の
「
同
居
共
財
」
を
求
め
、
一
方
で
は
経
済

面
に
お
い
て
単
位
小
家
族
の
大
部
分
は
大
家
族
の
利
益
を
犠
牲
に
し
て
、
自
分
の
小

家
族
の
利
益
の
最
大
化
を
求
め
た
。
こ
の
た
め
、大
家
族
の
分
裂
は
必
然
で
あ
っ
た
。

（
3
）
父
系
の
血
統
を
超
越
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
た
め
、自
分
の
子
が
優
秀
な
経

営
人
材
で
は
な
い
、
あ
る
い
は
経
営
者
に
後
継
ぎ
の
息
子
が
い
な
い
と
き
、
フ
ァ
ミ

リ
ー
企
業
は
無
く
な
る
運
命
に
陥
ら
ざ
る
を
得
な
い
。こ
れ
も
中
国
の
多
く
の
秘
方
、

絶
技
の
伝
承
が
途
絶
え
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
企
業
が
断
絶
し
た
要
因
の
一
つ
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
中
国
で
父
系
の
血
統
で
つ
な
が
る
宗
族
は
、
男
性
子
孫
は
祖
先
を
同
じ

く
す
る
祖
先
の
子
孫
や
、
伝
統
宗
族
が
「
同
居
共
財
」
を
実
行
し
、
父
母
が
健
在
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
分
家
し
財
産
を
分
割
し
た
子
孫
は
不
孝
不
義
と
見
な
さ
れ

た
。
ま
た
他
方
で
は
、
父
親
の
後
で
あ
る
子
ら
の
持
つ
平
等
な
構
成
員
と
し
て
の
資

格
に
基
づ
い
て
、家
産
の
「
諸
子
均
分
制
」
を
と
っ
た
。「
同
居
共
財
」
と
「
諸
子
均

分
」
の
矛
盾
し
た
組
み
合
わ
せ
は
、
必
然
的
に
家
族
内
の
熾
烈
な
闘
争
と
兄
弟
の
反

目
を
引
き
起
こ
し
た
。

本
稿
で
例
示
し
た
日
本
の
例
は
、
異
な
っ
た
文
化
の
視
角
か
ら
以
下
の
点
を
提
示

し
て
い
る

（
1
）
日
本
で
は
、
経
営
体
の
「
家イ

エ

」
を
神
聖
な
も
の
と
し
て
、「
家
業
」
を
そ
の

主
軸
と
し
、
そ
の
永
続
的
な
伝
承
は
揺
ら
ぐ
こ
と
が
な
く
、
血
統
は
超
越
で
き
る
も

の
で
あ
っ
た
。
そ
の
歴
史
的
な
理
由
は
、
日
本
の
家
族
は
血
縁
集
団
内
部
の
経
済
が

自
然
分
化
し
た
結
果
で
は
な
く
、
天
皇
の
一
連
の
国
家
政
策
に
よ
っ
て
、
国
家
権
力

が
ウ
ジ
集
団
の
分
化
、「
家
」
の
誕
生
を
促
し
た
こ
と
に
あ
る32
。

（
2
）
こ
う
し
た
「
家
」
は
天
皇
か
ら
賜
っ
た
職
業
に
よ
っ
て
生
存
を
維
持
し
、血

縁
の
つ
な
が
り
以
外
の
形
、
例
え
ば
構
成
員
間
で
互
い
に
認
め
た
権
利
と
義
務
に

よ
っ
て
集
団
内
部
の
相
互
関
係
を
維
持
す
る
な
ど
の
形
を
と
っ
た
。
家
長
と
家
業（
家

産
を
含
む
）、
住
居
と
い
う
「
三
位
一
体
化
」
し
た
単
子
一
系
の
伝
承
様
式
に
よ
り
、

家
業
と
家
産
が
諸
子
分
産
に
よ
っ
て
衰
退
す
る
の
を
避
け
、
同
時
に
家
庭
内
の
兄
弟

の
内
紛
に
よ
っ
て
矛
盾
と
衝
突
を
引
き
起
こ
す
原
因
を
途
絶
さ
せ
た
。

（
3
）
日
本
で
は
、「
家イ

エ

」
を
神
聖
な
も
の
と
し
て
、「
家
業
」
を
そ
の
主
軸
と
し
、

そ
の
永
続
的
な
伝
承
は
揺
ら
ぐ
こ
と
が
な
く
、
血
統
は
超
越
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た

た
め
、
優
秀
な
経
営
人
材
が
い
な
い
、
あ
る
い
は
経
営
者
に
後
継
ぎ
の
息
子
が
い
な

い
と
き
、
養
子
・
婿
養
子
を
取
り
入
れ
、
優
秀
な
経
営
人
材
の
資
源
と
知
力
資
源
を

解
決
で
き
る
。
そ
れ
を
通
し
て
フ
ァ
ミ
リ
ー
企
業
は
永
続
的
経
営
体
に
な
る
。

こ
れ
は
日
本
の
フ
ァ
ミ
リ
ー
企
業
が
永
続
的
に
発
展
す
る
経
営
体
と
な
っ
た
鍵
で

あ
り
、
日
本
の
フ
ァ
ミ
リ
ー
企
業
と
中
国
の
フ
ァ
ミ
リ
ー
企
業
の
も
っ
と
も
深
い
部

分
で
、
も
っ
と
も
本
質
的
な
文
化
的
差
異
で
あ
る
と
言
え
る
。

注①　
馮
爾
康
主
編
『
中
国
宗
族
社
会
』（
浙
江
人
民
出
版
社
、
１
９
９
４
年
）
第
1
章
。

ま
た
拙
著
『
日
中
親
族
構
造
の
比
較
研
究
』（〔
思
文
閣
史
学
叢
書
〕
思
文
閣
出
版
、

２
０
０
５
年
）
付
篇
1
「
中
国
の
宗
法
制
と
宗
族
お
よ
び
そ
の
研
究
の
歴
史
と
現
状
」、

３
５
５
〜
４
０
０
ペ
ー
ジ
を
参
照
。

②　

仁
井
田
陞
『
唐
令
拾
遺
』「
戸
令
」。
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③　

E
len

i T
 S

tavrou
, P

au
l S

w
iercz S

ecu
rin

g th
e fu

tu
re of th

e fam
ily 

en
terp

rise: A
 m

od
el of offsp

rin
g in

ten
tion

s to join
 th

e bu
sin

ess. 

E
n

trepren
eu

rsh
ip T

h
eory an

d P
ractice, W

aco, W
in

ter 1998: 

19
〜
41
ペ
ー

ジ
。

④　

張
兵
『
接
班
人
計
画
―
家
族
企
業
代
際
伝
承
模
式
』（
当
代
中
国
出
版
社
、２
０
０
７

年
）
17
ペ
ー
ジ
よ
り
重
引
。

⑤　

帝
国
デ
ー
バ
ン
ク
史
料
館
・
産
業
調
査
部
編
『
百
年
続
く
企
業
の
条
件

―
老
舖
は

変
化
を
恐
れ
な
い
』（
朝
日
新
聞
出
版
、
２
０
０
９
年
）
50
〜
51
ペ
ー
ジ
。

⑥　

以
上
の
資
料
は
中
国
科
学
院
経
済
研
究
所
中
央
工
商
行
政
管
理
局
資
本
主
義
経
済

改
造
研
究
室
編
『
北
京
瑞
蚨
祥
』（
生
活
、
読
書
、
新
知
三
聯
書
店
、
１
９
５
９
年
）

第
1
章
。

⑦　

２
０
１
０
年
8
月
20
日
台
湾
『
今
日
新
聞
』
と
『
台
海
視
線
』
に
関
連
す
る
報
道
が

あ
る
。

⑧　

台
湾
Ｔ
Ｖ
Ｂ
Ｓ
テ
レ
ビ
に
よ
る
。

⑨　

鄭
宏
泰
、
黄
紹
倫
『
香
港
大
老
何
東
』（
三
聯
書
店
〔
香
港
有
限
公
司
〕、
２
０
０
８

年
）
３
５
９
ペ
ー
ジ
。

⑩　

同
9
注
、
３
２
８
〜
３
４
０
ペ
ー
ジ
。

⑪　

同
9
注
、
３
６
４
ペ
ー
ジ
。

⑫　

李
秀
娟
、
李
紅
『
富
不
過
三
代
』（
八
方
文
化
創
作
室
、
２
０
０
７
年
）
第
1
章
。

⑬　

例
え
ば
沙
禰
朝
念
譲
状
（
所
領
転
譲
証
書
）
に
記
載
が
あ
り
、家
伝
の
私
有
領
地
を

嫡
子
に
譲
っ
て
継
承
さ
せ
、
嫡
子
に
は
兄
弟
ら
を
扶
養
す
る
義
務
が
あ
る
。

⑭　

中
国
史
上
に
は
兄
弟
の
息
子
を
自
分
の
息
子
と
見
な
し
て
「
猶
子
」
と
す
る
風
習
が

あ
る
。
こ
う
し
た
風
習
も
日
本
に
伝
わ
っ
て
き
て
い
る
。
日
本
で
は
い
わ
ゆ
る
「
猶

子
」
は
、
他
人
の
子
と
父
子
関
係
を
結
ぶ
も
の
で
、
養
子
と
似
て
い
る
。
し
か
し
そ
の

相
互
関
係
は
契
約
に
基
づ
い
て
定
ま
る
も
の
で
あ
り
、日
本
人
が
養
子
を
引
き
取
る
目

的
は
明
確
で
、例
え
ば
猶
子
が
後
に
官
位
を
昇
進
さ
せ
る
た
め
な
ど
で
あ
る
。
し
か
し

養
子
と
の
差
異
は
、
猶
子
は
日
本
で
は
姓
氏
を
改
め
な
い
の
で
、
そ
の
「
父
子
」
関
係

に
は
不
安
定
な
一
面
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

⑮　

住
友
史
料
館
編
『
年
々
諸
用
留
』（
住
友
史
料
叢
書
）
7
番
。

⑯　

住
友
史
料
館
編
『
泉
屋
叢
考
』
第
23
輯
、「
近
世
住
友
の
家
法
」。

⑰　

住
友
史
料
館
編
『
年
々
諸
用
留
』
8
番
、（
住
友
史
料
叢
書
、思
文
閣
出
版
、２
０
０
４

年
）。

⑱　

滋
賀
秀
三
『
中
国
家
族
法
の
原
理
』
創
文
社
、
一
九
八
一
年
版
、
二
十
頁
。

⑲　

こ
こ
で
い
う
「
嫁
に
伝
え
る
」
と
は
夫
が
亡
く
な
っ
て
い
て
子
が
幼
い
時
に
、そ
の

夫
の
妻
が
息
子
の
成
人
し
た
後
に
「
中
継
人
」
と
し
て
家
長
・
家
業
を
継
承
す
る
と
い

う
こ
と
に
過
ぎ
な
い
。子
供
が
成
長
し
て
そ
の
妻
が
し
ば
ら
く
持
っ
て
い
た
家
長
権
と

家
業
権
を
成
長
し
た
子
に
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
婿
は
た
と
え
「
入
り

婿
」
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、家
業
も
直
接
入
り
婿
に
伝
え
ら
れ
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ

た
。
家
に
男
性
の
子
孫
が
い
な
い
と
き
、民
間
に
は
娘
や
婿
の
第
二
子
に
母
方
の
姓
を

改
姓
す
る
こ
と
で
、
娘
側
の
家
業
と
家
産
を
継
承
す
る
方
式
が
あ
っ
た
。

⑳　

拙
著
『
日
中
親
族
構
造
の
比
較
研
究
』（
思
文
閣
出
版
、２
０
０
５
年
）
第
三
章
「
日

本
古
代
社
会
の
婚
姻
形
態
と
血
縁
構
造
―
中
国
の
『
同
姓
不
婚
』
と
の
比
較
に
お
い

て
」
を
参
照
。

㉑　

住
友
の
家
系
図
を
調
べ
る
と
、
政
友
の
曾
孫
友
治
は
後
に
曾
祖
父
政
友
の
養
子
で

あ
っ
た
友
以
の
子
、
す
な
わ
ち
友
貞
の
婿
養
子
に
し
て
い
る
。

㉒　

初
期
の
銅
と
銀
を
溶
解
す
る
温
度
差
で
分
離
す
る
技
術
の
こ
と
で
あ
る
。

㉓　
「
家
主
」
と
は
家
長
の
こ
と
で
あ
る
。
日
本
の
中
世
と
近
世
で
は
、「
家
督
」
と
も
称

し
た
。『
世
鏡
抄
』
に
は
「
家
徳
」
の
用
語
が
出
て
お
り
、「
徳
」
と
「
得
」
に
つ
な

が
っ
て
お
り
、富
と
財
産
を
持
つ
と
い
う
意
味
を
持
つ
と
考
え
る
学
者
も
い
る
。
ま
た

日
本
語
の
「
督
」
と
「
徳
」、「
得
」
は
同
音
で
あ
る
た
め
、「
家
督
」
は
家
長
の
意
味

を
含
む
以
外
に
、「
家
産
」
と
同
じ
意
味
と
も
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
（
福
尾
猛
市
郎

『
日
本
家
族
制
度
史
概
説
』、
吉
川
弘
文
館
、
１
９
７
２
年
、
１
３
５
ペ
ー
ジ
を
参
照
）。

「
家
督
」
の
用
語
は
家
長
の
権
力
を
重
視
し
て
い
る
。
鎌
倉
時
代
、「
家
督
」
は
嫡
子

（
実
際
の
生
活
で
は
、
嫡
子
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
は
限
ら
な
い
）
の
単
独
継
承
で

あ
り
、
財
産
は
諸
子
不
等
分
分
産
継
承
制
を
と
っ
た
。
室
町
時
代
に
は
、
家
長
権
と
財

産
継
承
権
は
一
体
と
な
り
、
嫡
子
に
よ
っ
て
単
独
継
承
さ
れ
た
が
、
各
地
に
ま
だ
統
一

し
て
長
男
に
よ
る
単
独
継
承
制
が
確
立
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。1
世
紀
あ

ま
り
経
た
後
に
、家
長
権
と
財
産
継
承
権
は
一
体
化
さ
れ
た
「
家
督
」
の
長
男
に
よ
る

単
独
継
承
制
が
確
立
さ
れ
、幕
府
に
対
す
る
絶
対
的
な
責
任
が
実
現
さ
れ
た
。
明
治
憲

法
が
施
行
さ
れ
て
か
ら
は
、
民
法
に
大
幅
な
修
正
が
加
え
ら
れ
、「
家
督
」
制
は
廃
止

さ
れ
た
。
こ
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
用
語
は
同
じ
語
意
を
持
ち
、
異
な
る
重
点
も
持
つ
。

本
稿
で
は
統
一
し
て
「
家
主
」
を
用
い
て
混
乱
を
避
け
る
。
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㉔　

住
友
史
料
館
編
『
年
々
諸
用
留
』
第
2
、3
番
（
第
2
、3
巻
合
刊
）、１
５
３
ペ
ー

ジ
。

㉕　

公
純
は
一
貫
し
て
正
式
な
結
婚
を
し
な
か
っ
た
の
で
、彼
の
息
子
は
み
な
庶
子
と
見

な
さ
れ
る
。

㉖　

西
園
寺
家
と
徳
大
寺
家
は
実
際
に
は
同
じ
清
華
家
の
血
統
で
あ
り
、日
本
古
代
の
大

貴
族
藤
原
氏
北
家
閑
院
流
の
後
裔
で
あ
り
、
み
な
藤
原
公
季
を
家
祖
と
見
な
し
て
い

る
。

㉗　
『
年
々
諸
用
留
』
第
2
、
3
番
（
第
2
、
3
巻
合
刊
）「
題
解
」、
ま
た
は
住
友
本
家

内
芳
泉
会
編
『
住
友
春
翠
』（
１
９
７
６
年
）、
１
７
８
〜
１
９
０
ペ
ー
ジ
を
参
照
。

㉘　

中
国
の
伝
統
社
会
で
は
「
同
姓
不
婚
」
を
実
行
す
る
の
と
同
時
に
、「
異
姓
不
養
」

を
も
実
行
す
る
。
ゆ
え
に
夫
は
妻
の
姓
と
異
な
り
、養
子
に
な
る
こ
と
も
当
然
で
き
な

い
。
ま
た
、
日
本
の
婿
養
子
に
類
似
す
る
の
は
「
上
門
女
婿
」
で
あ
る
が
、「
上
門
女

婿
」
で
あ
る
夫
の
「
姓
」
を
、
妻
の
家
の
姓
に
変
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
こ
の
場

合
、
彼
ら
の
二
番
目
の
息
子
の
姓
を
、
母
方
の
家
の
姓
に
変
更
す
る
こ
と
が
可
能
に
な

る
。
そ
れ
と
同
時
に
、そ
の
息
子
は
母
親
の
家
の
家
長
や
資
産
お
よ
び
家
業
を
継
承
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

㉙　

中
国
北
京
同
仁
堂
集
団
公
司
北
京
同
仁
堂
史
編
委
会
編
『
北
京
同
仁
堂
史
』（
人
民

日
報
出
版
社
、
１
９
９
３
年
）、
１
５
１
ペ
ー
ジ
。

㉚　

拙
文
《
日
中
伝
統
家
業
の
相
続
に
関
す
る
歴
史
的
考
察
》（
立
命
館
大
学
人
文
学
会

編
《
立
命
館
文
学
》、
２
０
１
０
年
6
月
、
第
６
１
７
号
）。

㉛　

同
注
30
、
50
ペ
ー
ジ
を
参
照
。

32　

同
注
30
、
51
〜
52
ペ
ー
ジ
を
参
照
。

（
付
記
）
本
論
文
を
執
筆
す
る
に
当
た
っ
て
、
日
本
語
の
添
削
は
北
村
稔
先
生
の
お
世
話

に
な
っ
た
。
な
お
、
本
研
究
を
進
め
る
過
程
で
、
幸
い
住
友
財
団
の
研
究
助
成
金
の
援

助
を
賜
っ
た
。
併
せ
て
感
謝
を
申
し
上
げ
た
い
。

（
香
港
大
学
香
港
人
文
社
会
研
究
所
助
教
授
）


